
平成 28 年（2016 年）熊本県熊本地方を震源とする地震 

非常災害対策本部会議（第 24 回） 

 

議 事 次 第 

 

 

 

日時：平成２８年５月９日（月）１３：４０～ 

場所：官邸４階大会議室 

 

 

１． 開会 

 

２． 蒲島熊本県知事 発言 

 

３． 安倍内閣総理大臣 発言 

 

４． 被害状況及び各省庁の対応状況について 



平成２８年熊本地震に係る被害状況と 
復旧・復興に向けた要望 

 

平成２８年５月 

熊本県 
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熊本地震の規模、県民への影響 

○ 震度６弱以上の地震が７回、うち震度７は２８時間内に２回発生（観測史上初）  

○ 震度６弱以上の大地震に見舞われた県民は本県人口の８３％に及び、少なくとも県民
の１０％以上が避難（阪神･淡路大震災の約２倍） 

○ 危険と判定された建物は１万４千棟超（阪神･淡路大震災の２倍以上） 

地震・被害の規模 

震度6弱以上 
余震 

発災から15日間 

被災市町村人口 
（震度６弱以上） 

最大避難者数 
※１ 

被災建築物 
応急危険度判定 

※２ 

熊本地震 7回  
うち震度７が２回 

1,028回 約148万人 
（県人口の約83％） 

約18.4万人 
（県人口の10.3％） 

14,722棟 

阪神・淡路大震災 １回 ２３０回 
約232万人 
（同42％） 

約31.7万人 
（同5.7％） 

6,476棟 

新潟県中越地震 ５回 ６８０回 
約38万人 
（同16％） 

約10.3万人 
（同4.2％） 

5,243棟 

 ※熊本地震の余震は５月８日１０時現在で１,３１５回となっており、更に増大する可能性あり。 

熊本地震の規模、県全体に与える影響は、既に阪神･淡路大震災級 
～今もなお余震が頻発する「終わりなき地震」であり、県民生活・経済の早期復旧の大きな足かせ～ 

※１ 避難者数は、指定避難所内の人数であり、避難所以外の車中泊等の人数は含まれない。 
※２ 応急危険度判定は現在も実施中（５月５日現在）であり確定値ではない。 

１ 



被害状況 

○ 熊本都市圏、阿蘇地方を中心に多数の家屋倒壊や土砂災害など甚大な被害。また、電
気・ガス・水道などのライフラインがストップ、県民生活に甚大な影響。 

○ 高速道路、幹線道路、新幹線、空港などの交通インフラ、多数の商業施設・工場等が被
災。本県のみならずサプライチェーンの寸断により、全国の企業活動にも大きな支障。 

○ 熊本城､阿蘇神社など本県を代表する多くの文化財や、農林水産施設に甚大な被害。 

○人的被害 

死者 行方不明者 重軽傷者 合計 

人数 ６７人 １人 １,６４８人 １,７１６人 

住家被害 水道断水 ガス不通 停電 公立学校等 

６５,８５６棟 最大３９万戸 最大１０万戸 最大１８万戸 ３９９か所 

○住家・ライフライン被害等  

※５月８日現在 

２ 

田畑 農業用施設 

２,７２１か所 ３,００３か所 

病院等 高齢者関係施設 保育所等 

４４１か所 ４４７か所 ４０６か所 

宿泊予約キャンセル 

１４．６万人 

※５月８日現在 余震の影響等により確認出来ない施設等があることから、今後、大幅に増加する可能性がある。 



建物被害65,000棟以上 
（全壊2,600棟以上） 

 道路破損 道路陥没 

県内有数のアーケード街も被災 

山腹崩壊により通行不能となった国道57号、落橋した阿蘇大橋(約200m) 

県内の指定文化財等121件が被災 
（国57件、県48件、市町村16件） 

熊本地震被害状況例 
（５月８日時点） 

文化財被害例 
 熊本城 

県管理道路全面通行止最大１１５ヵ所 
～物流ルートが国道３号に集中し物流停滞～ 

【被災前写真提供】 国土地理院 

商業施設被害例 
 健軍商店街 

３ 

俵山ルートと併せ九州の横軸となる阿蘇・大分方面の主要ルートが完全に寸断 
阿蘇地域が孤立状態に 



熊本地震に係る復旧･復興に関する財源措置 

【更なる財政措置が必要な事業例】 
激甚指定では特
別な財政措置が
無いもの 

病院等       ４４１か所 
市町村庁舎      ５庁舎 
災害廃棄物処理 
空港ビル 

倒壊の恐れがあり使用できない 
宇土市役所 

○ 県や市町村の財政基盤は、今回の大災害に対応するには極めて脆弱。 

○ 激甚指定を超える国庫補助の拡充や裏負担分の交付税措置等の更なる財政支援無し
には、再生に必要な予算が確保できず、熊本の復旧・復興が実現できない。 

○ 復旧・復興事業の確実な実施のため、特別な立法措置による中長期的な財源の担保を
お願いしたい。 

逼迫する地方財政 

H２７予算額 災害救助基金 災害基金 財政調整用基金 H２７予算額 災害基金 財政調整用基金 

熊本県 7,538億円 0円 2億円 実質106億円 益城町 110億円 なし 11億円 

宮城県の震災対応予算2兆円（年間予算額の2倍）に鑑みれば、本県の財政調整用基金106億円では対応困難。 
このため、十分な財源措置無しには、財政破綻し、復旧・復興事業の実施は不可能。 

４ 

激甚指定での財
政措置だけでは
不足するもの 

公共土木施設      多数 
公立学校等   ３９９か所 
私立学校     １１４か所 
 

天井が崩れ落下した教室 壁が崩れた校舎の廊下 

外来診療を中止した 
熊本市民病院 
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５ 

参   考 

ｂ

※通常県債残高＝県債残高－臨時財政対策債（交付税の代替財源）等残高
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通 常 県 債 財政調整用4基金期首残高

熊本県の通常県債残高と基金残高の推移
（通常県債残高は一般会計＋公債管理特別会計ベース（H26までは決算額、H27以降は見込額）

通常県債残高

熊本地震

（億円）

基金残高

基金は底を突き、

復旧・復興事業の

実施は不可能！

（億円）

県債残高急増！

償還困難



特別立法による自治体支援のイメージ 

特別な財政措置 

新たな補助制度の創設・補助率の嵩上げ、さら
に交付税によりすべての地方負担分を措置 

施設等 現行 激甚指定 今回の要望 

公共土木施設 7/10程度 8/10～
9/10程度 

補助率の更な
る嵩上げ 公立学校 2/3 

私立学校 0 1/2 2/3以上 

仮庁舎・庁舎の整備・再建 0 - 2/3 

災害廃棄物処理 1/2 - 全額国庫 

水道施設 1/2 2/3 8/10～9/10 

医療機関 1/2 - 2/3 

一般廃棄物処理施設 1/2 - 全額国庫 

交通安全施設 0, 1/2 - 全額国庫 

社会福祉施設 1/3～1/2 - 1/2～2/3 

税の特例措置と歳入不足に対する減収補てん 

・住宅・家財等滅失の場合の所得税等 

・住宅買替え等の場合の固定資産税､不動産取得税等 

・自動車買替えの場合の自動車取得税、自動車税等 

・被災した事業用資産の再取得等の場合の法人税等 

税の特例及び減収補てん 

交付税総額の増額 

※ 平成２７年度の特別交付税（全国の都道府県・

市町村計）は全体で約１兆円、うち災害関連は約

３００億円のみで、震災復旧・復興に対応する財

源としては明らかに不足。 

震災復興特別交付税の財源として、 
交付税総額を増額 

補
助
制
度
の
創
設
・
嵩
上
げ
等
の
例 

参 考 
６ 

※併せて、地方負担分の全額交付税措置を要望 



政府からのご支援 

○ 前震発生の４月１４日に非常災害対策本部を設置。  
○ ４月１７日から２５日の９日間で約２０４万食の食料を供給いただくなど、生活用品も含め
てプッシュ型の救援物資支援。 
○ ４月２５日には激甚災害の指定について閣議決定。４月２８日には特定非常災害の指定
について閣議決定。 
○ 防衛省から自衛隊員延べ４８６,２００人、国交省TEC-FORCE延べ６,９５０人など各省庁
からの人的・技術的支援（５/６現在）。 
○ 災害対策に必要な経費について、平成２８年度当初予算予備費の活用や、補正予算の
編成指示。 

関係機関による人的支援 

給水支援 

プッシュ型支援  

技術的支援 

国土交通省HPから 

人命救助  

７ 



熊本地震に係る復旧･復興に関する国直轄権限代行等 

○ 甚大な被害を受けた国道３２５号阿蘇大橋、県道熊本高森線（俵山ルート）、県管理農
地海岸保全施設、南阿蘇村道栃の木～立野線の復旧事業について、政令指定による国
直轄権限代行により実施していただきたい。 

落橋した国道325号阿蘇大橋 

県道熊本高森線桑鶴大橋 

俵山トンネル 

海路口海岸 飽託海岸 

８ 

県管理農地海岸保全施設 

南阿蘇村道栃の木～立野線 
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平成２８年熊本地震における部隊現況・実績（１／２） 

災
害
派
遣
要
請

○ 4月14日（22時40分）

熊本県知事から災害派遣要請

○ 4月16日（02時36分）

大分県知事から災害派遣要請

→ 4月28日（10時24分）

 撤収要請 

防
衛
省
等

○ 統合任務部隊の編成（4月16日）

○ 即応予備自の招集（4月17日）

○ 省災害対策本部会議

#1（4月14日）～#22（4月30日）

活
動
の
態
勢

○ 人員：約２．１万人

○ 航空機：７５→７５機

  （内、ヘリ６１→６１機） 

○ 艦艇：１２隻

現地 

ニーズ 

○ インフラの遮断による給水及び給食、入浴支援等、被災者からの生活支援ニーズ（物資補給、入浴支援等）

→ 特に益城町、南阿蘇村、西原村、阿蘇市等

○ エコノミークラス症候群対策

→ 益城町に対し6人用天幕×20張の貸与（展張支援：5月5日） ※ 5月8日現在、17張利用

運用 

構想 

○ 4月28日以降、西部方面隊以外の部隊を逐次帰隊

（帰隊した部隊は、今後事態が急変した場合にも再び増援できる態勢を維持） 

○ 4月23日から、民間船舶「はくおう」を被災者の休養施設として利用開始

○ 被害が甚大な地区（南阿蘇村、益城町等）を中心に、組織的に災害派遣活動（生活支援等）を実施

○ 避難所生活の長期化を見据え、被災者のニーズに柔軟に対応し、各種支援を実施

→ 支援ニーズの減少を踏まえつつ、きめ細やかな支援が実施できるよう、支援箇所の見直し・統合を実施中 

○ 降雨、余震による二次災害（土砂崩れ等）に警戒が必要（特に、南阿蘇村）

人命

救助

実績 

○ 人命救助・行方不明者捜索【累計：16名】（5月1日、県は行方不明者捜索の一旦終了を決定）

○ 病院等の患者の輸送【累計：512名】

○ 被災者の安全確保のための人員輸送【累計：727名】

○ DMAT輸送【累計：94名】

２８．５．９  ００００ 

防 衛 省 

※ 修正・追加事項は赤字表記 

 強調事項は青字表記 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

【用語の統制事項】 
・道路啓開→瓦礫除去 
・非常災害対策本部物資調達・輸送調整班（内閣府）→非常災害対策本部物資調達・輸送班（内閣府） 
・被害の激甚な地区→被害が甚大な地区 
・輸送調整を完整→輸送調整済み 

【統制事項】 

●本資料は、政府の会議等で使用する重要な資料です。更新する際は、以下の指示に従って作業
を実施してください。 

１．文章や数字を修正・追記する際は、必ず本資料に直接文字を入力すること。各担当で作った資
料を丸ごとコピーするようなことは絶対にしないこと（地図、図表、写真を除く。）。 
※参事官付で修正した内容が元に戻ってしまい、二度手間の作業となります。 
２．更新作業担当者は、修正が完了した時点で下表の該当する日に「更新済」と入力すること。
３．送付する前に、数字などの整合性は必ず確認すること。 
４．本資料を送付する際、送付先は「参事官付災害派遣・国民保護班」全員とすること。 

ご協力をお願いいたします。 

4/20
（水） 

4/21
（木） 

4/22
（金） 

4/23
（土） 

4/24
（日） 

4/25
（月） 

4/26
（火） 

4/27
（水） 

4/28
（木） 

4/29
（金） 

4/30 
（土） 

5/1 
（日） 

災派班 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

現況班 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

参事官付 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

災派班 ２回目 － 更新済 － － － 更新済 更新済 － － - - 

現況班 ２回目 － 更新済 － － － 更新済 更新済 － － - - 

参事官付 ２回目 更新済 更新済 － － － 更新済 更新済 － 更新済 - - 

１－１ 



生
活
支
援
実
績

継

続

○ 物資輸送（15→2か所）【累計：毛布 42,348枚、日用品 52,987箱、食料品 1,755,252食、飲料水 1,003,008本】
  5月8日分、毛布 100枚、日用品 1,007箱、食料品 0食、飲料水 11,928本(菊陽町、南阿蘇村) 
 ※ 熊本市における物資輸送は、5月5日をもって終了し民間に移管  
○ 給食支援（14→14か所）【累計：903,898食】

5月8日分、3,887食（熊本市、宇城市、嘉島町、南阿蘇村、西原村） 
○ 給水支援（18→11か所）【累計：10,874.4ｔ】

5月8日分、22.9t（阿蘇市、宇城市、益城町、南阿蘇村） 
○ 入浴支援（20→15か所）【累計：111,838名】

5月8日分、3,934名（熊本市、阿蘇市、益城町、大津町、嘉島町、菊陽町、御船町、南阿蘇村、西原村） 
○ 医療支援（2→2か所）【累計：2,323 名】：5月8日分、23名（益城町、嘉島町）

○ 民間船舶「はくおう」の被災者の休養施設としての利用【累計：1515名（うち63名インターネット申込）】
 第１回～第７回実施（八代市、益城町、嘉島町、西原村、南阿蘇村、御船町 等） 

  第８回  5月 8 ～ 9日：宇城市、宇土市（142名（うち5名インターネット申込））  
第９回  5月10～11日：嘉島町、益城町、西原村（予定） 

終

了

○ 天幕支援（0か所）【累計：32張】（実績：阿蘇市、益城町、南阿蘇村、由布市）
○ 米軍輸送機による輸送支援（4月18日～23日）：UC-35×1機、C-130×延べ4機、MV-22オスプレイ×延べ12
機により自衛隊員22名、車両8両、生活支援物資計約36ｔを輸送 

○ 道路の啓開（瓦礫除去）（4月18日～27日）【累計：約15.9km】
○ 即応予備自衛官（約160名）による生活支援活動等（4月23日～5月2日）
・給水支援【累計：約40ｔ】 ・給食支援【累計：約5,700食】 ・入浴支援【累計：約1,700名】 
・衛生支援【累計：約300名】 ・物資輸送【累計：食料品約116,000食等】 
上記のほか、避難所等における被災者のニーズの確認、車両の整備に係る支援業務等を実施 
○ 感染症対策チームによる環境評価支援等（4月24日～29日）：看護師及び臨床検査技師による避難所での

 環境評価支援及び感染管理物資（手指消毒剤、手袋等）の配給を実施 
○ 瓦礫等（熊本市）の搬出（4月27日～5月3日）【累計：30個地域、トラック164台分】
○ エコノミークラス症候群対策：天幕×20張の展張支援（5月5日）（益城町）

平成２８年熊本地震における部隊現況・実績（２／２） 

※ 修正・追加事項は赤字表記 

強調事項は青字表記 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

【用語の統制事項】 
・道路啓開→瓦礫除去 
・飲料水○○缶→○○本 

２８．５．９  ００００ 

防 衛 省 

 凡例：○ △△支援等 
（前々日実施箇所合計 → 前日実施箇所合計） 
【累計：□□】 

※「はくおう」の利用人数確定前 
第●回 5月△日～◇日：■■ （予定） 

※ 「はくおう」の利用人数確定後
累計を更新 
第●回 5月△日～◇日：■■（●人（うちインターネット申込●名）



活動
概要 

人命
救助 

  行方不明者の大規模捜索を実施したが、発見に至らず。二次災害の危険性が極めて大きいため、５月１日、県は行方不明者
捜索の一旦終了を決定 

生活
支援 

避難生活の長期化を見据え、変化する自治体のニーズに基づき、各種支援を実施 
○ 「はくおう」を、宿泊、食事及び入浴のサービスを提供する休養施設として利用
（５月８日～９日： 宇城市及び宇土市） 

○ エコノミークラス症候群対策として、テクノリサーチパーク（益城町）において、自衛隊の６人用天幕×２０張の貸与を実施
（益城町が天幕の運営・管理を実施  (運営期間：５月７日～３１日) ※５月８日現在、１７張利用） 

その他 派遣期間の長期化にも対応しうるよう西部方面隊以外の部隊の帰隊を実施 
（帰隊した部隊は、今後事態が急変した場合にも再び増援できる態勢を維持） 

運用 
構想 

自衛隊は、約２．１万人態勢で災害派遣活動（生活支援等）を実施。この際、関係省庁、各自治体等と密接に連携し、被災者の
ニーズに的確かつ柔軟に対応する。 

地域等 部 隊 

陸
災
部
隊 

阿蘇地区 

第２師団（北海道旭川市） 
第７師団（北海道千歳市） 
第５旅団（北海道帯広市） 

第１１旅団（北海道札幌市） 
第１２旅団（群馬県榛東村） 
第１３旅団（広島県海田町） 等 

熊本地区 

第３師団（兵庫県伊丹市） 
第４師団（福岡県福岡市） 

第６師団（山形県東根市） 
第８師団（熊本県熊本市） 

第５施設団（福岡県小郡市） 
西部方面衛生隊（熊本県熊本市）  等  

海災部隊 しもきた、おおすみ、ひゅうが   等 

空災部隊 西部航空警戒管制団（福岡県春日市）  等 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

２８．５．９  ００００ 

防 衛 省 

阿蘇地区 
熊本地区 

【凡 例】 
● 給水支援（１８→１１か所）

● 給食支援（１４か所）
● 入浴支援（２０→１５か所）
● 医療支援（ ２か所）

菊陽町 
●×１

熊本市 
●× ６
●× ３

阿蘇市 
●× ２
●× １

南阿蘇村 
●× ３
●× ３
●× ２

大津町 
●×１

益城町 
●× ５
●× ２
●× １

西原村 
●×１
●×３

嘉島町 
●×２
●×１
●×１

宇城市 
●×１
●×２

御船町 
●×１

４月２８日１０２４、大分県知事から撤収要請 

大分地区 

平成２８年熊本地震における自衛隊の活動予定（５月９日（月）） 

総理報告まで 
変更なし 

総理報告まで 
変更なし 



平成２８年熊本地震における部隊現況・実績（１／２） 

災
害
派
遣
要
請

○ 4月14日（22時40分）

熊本県知事から災害派遣要請

○ 4月16日（02時36分）

大分県知事から災害派遣要請

→ 4月28日（10時24分）

 撤収要請 

防
衛
省
等

○ 統合任務部隊の編成（4月16日）

○ 即応予備自の招集（4月17日）

○ 省災害対策本部会議

#1（4月14日）～#22（4月30日）

活
動
の
態
勢

○ 人員：約２．１万人

○ 航空機：７５→７５機

  （内、ヘリ６１→６１機） 

○ 艦艇：１２隻

現地 

ニーズ 

○ インフラの遮断による給水及び給食、入浴支援等、被災者からの生活支援ニーズ（物資補給、入浴支援等）

→ 特に益城町、南阿蘇村、西原村、阿蘇市等

○ エコノミークラス症候群対策

→ 益城町に対し6人用天幕×20の貸与（展張支援：5月5日）

運用 

構想 

○ 4月28日以降、西部方面隊以外の部隊を逐次帰隊

（帰隊した部隊は、今後事態が急変した場合にも再び増援できる態勢を維持） 

○ 4月23日から、民間船舶「はくおう」を被災者の休養施設として利用開始

○ 被害が甚大な地区（南阿蘇村、益城町等）を中心に、組織的に災害派遣活動（生活支援等）を実施

○ 避難所生活の長期化を見据え、被災者のニーズに柔軟に対応し、各種支援を実施（支援物資輸送：プル型）

○ 降雨、余震による二次災害（土砂崩れ等）に警戒が必要（特に、南阿蘇村）

人命

救助

実績 

○ 人命救助・行方不明者捜索【累計：16名】（5月1日、県は行方不明者捜索の一旦終了を決定）

○ 病院等の患者の輸送【累計：512名】

○ 被災者の安全確保のための人員輸送【累計：727名】

○ DMAT輸送【累計：94名】

２８．５．８  ００００ 

防 衛 省 

※ 修正・追加事項は赤字表記 

 強調事項は青字表記 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

【用語の統制事項】 
・道路啓開→瓦礫除去 
・非常災害対策本部物資調達・輸送調整班（内閣府）→非常災害対策本部物資調達・輸送班（内閣府） 
・被害の激甚な地区→被害が甚大な地区 
・輸送調整を完整→輸送調整済み 

【統制事項】 

●本資料は、政府の会議等で使用する重要な資料です。更新する際は、以下の指示に従って作業
を実施してください。 

１．文章や数字を修正・追記する際は、必ず本資料に直接文字を入力すること。各担当で作った資
料を丸ごとコピーするようなことは絶対にしないこと（地図、図表、写真を除く。）。 
※参事官付で修正した内容が元に戻ってしまい、二度手間の作業となります。 
２．更新作業担当者は、修正が完了した時点で下表の該当する日に「更新済」と入力すること。
３．送付する前に、数字などの整合性は必ず確認すること。 
４．本資料を送付する際、送付先は「参事官付災害派遣・国民保護班」全員とすること。 

ご協力をお願いいたします。 

4/20
（水） 

4/21
（木） 

4/22
（金） 

4/23
（土） 

4/24
（日） 

4/25
（月） 

4/26
（火） 

4/27
（水） 

4/28
（木） 

4/29
（金） 

4/30 
（土） 

5/1 
（日） 

災派班 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

現況班 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

参事官付 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

災派班 ２回目 － 更新済 － － － 更新済 更新済 － － - - 

現況班 ２回目 － 更新済 － － － 更新済 更新済 － － - - 

参事官付 ２回目 更新済 更新済 － － － 更新済 更新済 － 更新済 - - 



生
活
支
援
実
績

継

続

○ 物資輸送（16→15か所）【累計：毛布 42,248枚、日用品 51,980箱、食料品 1,755,252食、飲料水 991,080本】
  5月7日分、毛布 0枚、日用品 648箱、食料品 5,501食、飲料水 32,212本(阿蘇市、大津町、南阿蘇村) 
 ※ 熊本市における物資輸送は、5月5日をもって終了し民間に移管  
○ 給食支援（18→14か所）【累計：900,011食】

5月7日分、4,660食（熊本市、宇城市、益城町、嘉島町、南阿蘇村、西原村） 
○ 給水支援（25→18か所）【累計：10,851.5ｔ】

5月7日分、66.0t（阿蘇市、宇城市、益城町、南阿蘇村） 
○ 入浴支援（20→20か所）【累計：107,904名】

5月7日分、4,896名（熊本市、阿蘇市、益城町、大津町、嘉島町、菊陽町、甲佐町、御船町、南阿蘇村、 
西原村） 

○ 医療支援（3→2か所）【累計：2,300 名】：5月7日分、24名（益城町、嘉島町）

○ 民間船舶「はくおう」の被災者の休養施設としての利用【累計：1,373名（うち58名インターネット申込）】
 第１回～第７回実施（八代市、益城町、嘉島町、西原村、南阿蘇村、御船町 等） 

  第８回  5月8～9日：宇城市、宇土市（予定） 

終

了

○ 天幕支援（0か所）【累計：32張】（実績：阿蘇市、益城町、南阿蘇村、由布市）
○ 米軍輸送機による輸送支援（4月18日～23日）：UC-35×1機、C-130×延べ4機、MV-22オスプレイ×延べ12
機により自衛隊員22名、車両8両、生活支援物資計約36ｔを輸送 

○ 道路の啓開（瓦礫除去）（4月18日～27日）【累計：約15.9km】
○ 即応予備自衛官（約160名）による生活支援活動等（4月23日～5月2日）
・給水支援【累計：約40ｔ】 ・給食支援【累計：約5,700食】 ・入浴支援【累計：約1,700名】 
・衛生支援【累計：約300名】 ・物資輸送【累計：食料品約116,000食等】 
上記のほか、避難所等における被災者のニーズの確認、車両の整備に係る支援業務等を実施 
○ 感染症対策チームによる環境評価支援等（4月24日～29日）：看護師及び臨床検査技師による避難所での

 環境評価支援及び感染管理物資（手指消毒剤、手袋等）の配給を実施 
○ 瓦礫等（熊本市）の搬出（4月27日～5月3日）【累計：30個地域、トラック164台分】
○ エコノミークラス症候群対策：天幕×20の展張支援（5月5日）（益城町）

平成２８年熊本地震における部隊現況・実績（２／２） 

※ 修正・追加事項は赤字表記 

強調事項は青字表記 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

【用語の統制事項】 
・道路啓開→瓦礫除去 
・飲料水○○缶→○○本 

２８．５．８  ００００ 

防 衛 省 

 凡例：○ △△支援等 
（前々日実施箇所合計 → 前日実施箇所合計） 
【累計：□□】 

※「はくおう」の利用人数確定前 
第●回 5月△日～◇日：■■ （予定） 

※ 「はくおう」の利用人数確定後
累計を更新 
第●回 5月△日～◇日：■■（●人（うちインターネット申込●名）



活動
概要 

人命
救助 

  行方不明者の大規模捜索を実施したが、発見に至らず。二次災害の危険性が極めて大きいため、５月１日、県は行方不明者
捜索の一旦終了を決定 

生活
支援 

避難生活の長期化を見据え、変化する自治体のニーズに基づき、各種支援を実施 
○ 「はくおう」を、宿泊、食事及び入浴のサービスを提供する休養施設として利用
（５月８日～９日： 宇城市及び宇土市） 

○ エコノミークラス症候群対策として、テクノリサーチパーク（益城町）において、自衛隊の６人用天幕×２０張の貸与を実施
（益城町が天幕の運営・管理を実施（運営期間： ５月７日～３１日）） 

その他 派遣期間の長期化にも対応しうるよう西部方面隊以外の部隊の帰隊を実施 
（帰隊した部隊は、今後事態が急変した場合にも再び増援できる態勢を維持） 

運用 
構想 

自衛隊は、約２．１万人態勢で災害派遣活動（生活支援等）を実施。この際、関係省庁、各自治体等と密接に連携し、被災者の
ニーズに的確かつ柔軟に対応する。 

地域等 部 隊 

陸
災
部
隊 

阿蘇地区 

第２師団（北海道旭川市） 
第７師団（北海道千歳市） 
第５旅団（北海道帯広市） 

第１１旅団（北海道札幌市） 
第１２旅団（群馬県榛東村） 
第１３旅団（広島県海田町） 等 

熊本地区 

第３師団（兵庫県伊丹市） 
第４師団（福岡県福岡市） 

第６師団（山形県東根市） 
第８師団（熊本県熊本市） 

第５施設団（福岡県小郡市） 
西部方面衛生隊（熊本県熊本市）  等  

海災部隊 しもきた、おおすみ、ひゅうが   等 

空災部隊 西部航空警戒管制団（福岡県春日市）  等 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

２８．５．８  ００００ 

防 衛 省 

阿蘇地区 
熊本地区 

【凡 例】 
● 給水支援（２５→１８か所）

● 給食支援（１８→１４か所）
● 入浴支援（２０か所）
● 医療支援（ ３→ ２か所）

菊陽町 
●×１

熊本市 
●× ６
●× ３

阿蘇市 
●× ６
●× ５

南阿蘇村 
●× ６
●× ３
●× ２

大津町 
●×１

益城町 
●× ５
●× １
●× ２
●× １

西原村 
●×１
●×３

嘉島町 
●×１
●×１
●×１

宇城市 
●×１
●×２

御船町 
●×１

甲佐町 
●×１

４月２８日１０２４、大分県知事から撤収要請 

大分地区 

平成２８年熊本地震における自衛隊の活動予定（５月８日（日）） 



平成２８年熊本地震における部隊現況・実績（１／２） 

災
害
派
遣
要
請

○ 4月14日（22時40分）

熊本県知事から災害派遣要請

○ 4月16日（02時36分）

大分県知事から災害派遣要請

→ 4月28日（10時24分）

 撤収要請 

防
衛
省
等

○ 統合任務部隊の編成（4月16日）

○ 即応予備自の招集（4月17日）

○ 省災害対策本部会議

#1（4月14日）～#22（4月30日）

活
動
の
態
勢

○ 人員：約２．１万人

○ 航空機：７５→７５機

  （内、ヘリ６１→６１機） 

○ 艦艇：１２隻

現地 

ニーズ 

○ インフラの遮断による給水及び給食、入浴支援等、被災者からの生活支援ニーズ（物資補給、入浴支援等）

→ 特に益城町、南阿蘇村、西原村、阿蘇市等

○ エコノミークラス症候群対策

→ 益城町に対し6人用天幕×20の貸与（展張支援：5月5日）

運用 

構想 

○ 4月28日以降、西部方面隊以外の部隊を逐次帰隊

（帰隊した部隊は、今後事態が急変した場合にも再び増援できる態勢を維持） 

○ 4月23日から、民間船舶「はくおう」を被災者の休養施設として利用開始

○ 被害が甚大な地区（南阿蘇村、益城町等）を中心に、組織的に災害派遣活動（生活支援等）を実施

○ 避難所生活の長期化を見据え、被災者のニーズに柔軟に対応し、各種支援を実施（支援物資輸送：プル型）

○ 降雨、余震による二次災害（土砂崩れ等）に警戒が必要（特に、南阿蘇村）

人命

救助

実績 

○ 人命救助・行方不明者捜索【累計：16名】（5月1日、県は行方不明者捜索の一旦終了を決定）

○ 病院等の患者の輸送【累計：512名】

○ 被災者の安全確保のための人員輸送【累計：727名】

○ DMAT輸送【累計：94名】

２８．５．７  ００００ 

防 衛 省 

※ 修正・追加事項は赤字表記 

 強調事項は青字表記 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

【用語の統制事項】 
・道路啓開→瓦礫除去 
・非常災害対策本部物資調達・輸送調整班（内閣府）→非常災害対策本部物資調達・輸送班（内閣府） 
・被害の激甚な地区→被害が甚大な地区 
・輸送調整を完整→輸送調整済み 

【統制事項】 

●本資料は、政府の会議等で使用する重要な資料です。更新する際は、以下の指示に従って作業
を実施してください。 

１．文章や数字を修正・追記する際は、必ず本資料に直接文字を入力すること。各担当で作った資
料を丸ごとコピーするようなことは絶対にしないこと（地図、図表、写真を除く。）。 
※参事官付で修正した内容が元に戻ってしまい、二度手間の作業となります。 
２．更新作業担当者は、修正が完了した時点で下表の該当する日に「更新済」と入力すること。
３．送付する前に、数字などの整合性は必ず確認すること。 
４．本資料を送付する際、送付先は「参事官付災害派遣・国民保護班」全員とすること。 

ご協力をお願いいたします。 

4/20
（水） 

4/21
（木） 

4/22
（金） 

4/23
（土） 

4/24
（日） 

4/25
（月） 

4/26
（火） 

4/27
（水） 

4/28
（木） 

4/29
（金） 

4/30 
（土） 

5/1 
（日） 

災派班 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

現況班 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

参事官付 １回目 － 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済 更新済

災派班 ２回目 － 更新済 － － － 更新済 更新済 － － - - 

現況班 ２回目 － 更新済 － － － 更新済 更新済 － － - - 

参事官付 ２回目 更新済 更新済 － － － 更新済 更新済 － 更新済 - - 



生
活
支
援
実
績

継

続

○ 物資輸送（106→16か所）【累計：毛布 42,248枚、日用品 51,332箱、食料品 1,749,751食、飲料水 958,868本】
  5月6日分、毛布 476枚、日用品 183箱、食料品 47,155食、飲料水 15,912本(阿蘇市、菊陽町、大津町、南阿蘇村) 
 ※ 熊本市における物資輸送は、5月5日をもって終了し民間に移管  
○ 給食支援（22→18か所）【累計：895,351食】

5月6日分、5,896食（熊本市、宇城市、益城町、嘉島町、菊陽町、南阿蘇村、西原村） 
○ 給水支援（28→25か所）【累計：10,785.5ｔ】

5月6日分、73.8t（阿蘇市、宇城市、益城町、南阿蘇村） 
○ 入浴支援（22→20か所）【累計：103,008名】

5月6日分、4,325名（熊本市、阿蘇市、益城町、大津町、嘉島町、菊陽町、甲佐町、御船町、南阿蘇村、 
西原村） 

○ 医療支援（2→3か所）【累計：2,276名】：5月6日分、30名（熊本市、益城町、嘉島町）
○ 民間船舶「はくおう」の被災者の休養施設としての利用【累計：1373名】
① 4月23～24日：八代市（174名）  ② 4月25～26日：八代市（200名）  ③ 4月27～28日：益城町（218名）
④ 4月29～30日：益城町・嘉島町（159名）  ⑤ 5月1～2日：西原村等（195名（うち10名はインターネット申込））
⑥ 5月3～5日：南阿蘇村等（250名（うち20名はインターネット申込））（5月3～4日の宿泊者116名を含む。）
⑦ 5月6～7日：御船町等(177名（うち28名はインターネット申込））  ⑧ 5月8～9日：宇城市、宇土市（予定）

終

了

○ 天幕支援（0か所）【累計：32張】（実績：阿蘇市、益城町、南阿蘇村、由布市）
○ 米軍輸送機による輸送支援（4月18日～23日）：UC-35×1機、C-130×延べ4機、MV-22オスプレイ×延べ12
機により自衛隊員22名、車両8両、生活支援物資計約36ｔを輸送 

○ 道路の啓開（瓦礫除去）（4月18日～27日）【累計：約15.9km】
○ 即応予備自衛官（約160名）による生活支援活動等（4月23日～5月2日）
・給水支援【累計：約40ｔ】 ・給食支援【累計：約5,700食】 ・入浴支援【累計：約1,700名】 
・衛生支援【累計：約300名】 ・物資輸送【累計：食料品約116,000食等】 
上記のほか、避難所等における被災者のニーズの確認、車両の整備に係る支援業務等を実施 
○ 感染症対策チームによる環境評価支援等（4月24日～29日）：看護師及び臨床検査技師による避難所での

 環境評価支援及び感染管理物資（手指消毒剤、手袋等）の配給を実施 
○ 瓦礫等（熊本市）の搬出（4月27日～5月3日）【累計：30個地域、トラック164台分】
○ エコノミークラス症候群対策：天幕×20の展張支援（5月5日）（益城町）

平成２８年熊本地震における部隊現況・実績（２／２） 

※ 修正・追加事項は赤字表記 

強調事項は青字表記 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

【用語の統制事項】 
・道路啓開→瓦礫除去 
・飲料水○○缶→○○本 

２８．５．７  ００００ 

防 衛 省 

 凡例：○ △△支援等 
（前々日実施箇所合計 → 前日実施箇所合計） 
【累計：□□】 



活動
概要 

人命
救助 

  行方不明者の大規模捜索を実施したが、発見に至らず。二次災害の危険性が極めて大きいため、５月１日、県は行方不明者
捜索の一旦終了を決定 

生活
支援 

避難生活の長期化を見据え、変化する自治体のニーズに基づき、各種支援を実施 
○ 「はくおう」を、宿泊、食事及び入浴のサービスを提供する休養施設として利用
（５月６日～７日： 御船町） 

○ エコノミークラス症候群対策として、テクノリサーチパーク（益城町）において、自衛隊の６人用天幕×２０張の貸与を実施
（本日（７日）から、益城町が天幕の運営・管理を実施（運営期間： ５月７日～３１日）） 

その他 派遣期間の長期化にも対応しうるよう西部方面隊以外の部隊の帰隊を実施 
（帰隊した部隊は、今後事態が急変した場合にも再び増援できる態勢を維持） 

運用 
構想 

自衛隊は、約２．１万人態勢で災害派遣活動（生活支援等）を実施。この際、関係省庁、各自治体等と密接に連携し、被災者の
ニーズに的確かつ柔軟に対応する。 

地域等 部 隊 

陸
災
部
隊 

阿蘇地区 

第２師団（北海道旭川市） 
第７師団（北海道千歳市） 
第５旅団（北海道帯広市） 

第１１旅団（北海道札幌市） 
第１２旅団（群馬県榛東村） 
第１３旅団（広島県海田町） 等 

熊本地区 

第３師団（兵庫県伊丹市） 
第４師団（福岡県福岡市） 

第６師団（山形県東根市） 
第８師団（熊本県熊本市） 

第５施設団（福岡県小郡市） 
西部方面衛生隊（熊本県熊本市）  等  

海災部隊 しもきた、おおすみ、ひゅうが   等 

空災部隊 西部航空警戒管制団（福岡県春日市）  等 

本
資
料
を
更
新
す
る
方
は
上
記
統
制
事
項
を
確
認
！ 

２８．５．７  ００００ 

防 衛 省 

阿蘇地区 
熊本地区 

【凡 例】 
● 給水支援（２８→２５か所）

● 給食支援（２２→１８か所）
● 入浴支援（２２→２０か所）
● 医療支援（ ２→ ３か所）

菊陽町 
●×１
●×１

熊本市 
●× ８
●× ３
●× １

阿蘇市 
●× ９
●× ５

南阿蘇村 
●× ９
●× ４
●× ２

大津町 
●×１

益城町 
●× ６
●× １
●× ２
●× １

西原村 
●×１
●×３

嘉島町 
●×１
●×１
●×１

宇城市 
●×１
●×２

御船町 
●×１

甲佐町 
●×１

４月２８日１０２４、大分県知事から撤収要請 

大分地区 

平成２８年熊本地震における自衛隊の活動予定（５月７日（土）） 
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平成 28 年５月９日(月)6:00 現在 

総 務 省 

 
平成 28 年熊本地震による被害状況等について（第 53 報） 

 
Ⅰ-１ 被災自治体への職員派遣等の概要  
職員派遣の状況 

（１）対応システム 

①熊本県及び市町村（熊本市除く１３市町村）への派遣 

「九州・山口９県災害時応援協定」に基づき実施中 

・熊本県庁内に九州知事会のリエゾンを派遣(４月１４日より派遣) 

・県庁において、県・市町村(熊本市を除く)の職員派遣要望のニーズを把握し、 

リエゾンと調整 

・当番県（大分県）がニーズを踏まえ、マッチング 

・担当県を割り振り、対口支援 

 

    宇土市
う と し

……長崎県（４月１８日より派遣） 

沖縄県（４月２３日より派遣） 

    宇城市
う き し

……鹿児島県（４月２０日より派遣） 

    阿蘇市
あ そ し

……宮崎県（４月１９日より派遣） 

長崎県（４月１９日より派遣） 

    西原村
にしはらむら

……佐賀県（４月１９日より派遣） 

    南阿蘇村
み な み あ そ む ら

…大分県（４月１９日より派遣） 

全国知事会（４月２１日より派遣） 

    御船町
み ふ ね ま ち

……山口県（４月１８日より派遣） 

    嘉島町
か し ま ま ち

……静岡県（４月１９日より派遣） 

福島県（４月１９日より派遣） 

    益城町
ま し き ま ち

……福岡県（４月１９日より派遣） 

関西広域連合（４月１９日より派遣） 

    菊池市
き く ち し

……長崎県（４月２１日より派遣） 

    菊陽町
きくようまち

……福岡県（４月２１日より派遣） 

関西広域連合（４月２１日より派遣） 

    甲佐町
こ う さ ま ち

……鹿児島県（４月２０日より派遣） 

    山都町
やまとちょう

……宮崎県（４月２２日より派遣）、５月１日で派遣終了 

    大津町
お お づ ま ち

……関西広域連合（４月２１日より派遣） 
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②熊本市への派遣 

「２１大都市災害時相互応援に関する協定」に基づき実施中 

・熊本市役所内に指定都市市長会のリエゾンを派遣（４月１６日より派遣） 

・熊本市のニーズをリエゾンが把握・調整の上、指定都市市長会に伝達 

・指定都市市長会で各指定都市と派遣について調整 

 

③全国スキームによる対応 

 ①及び②による対応が困難な場合、全国知事会、全国市長会、全国町村会と協力

して、必要な職員派遣を確保 
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【地方団体間の人的支援の状況（平成２８年５月８日１７：００現在）】 

 
○ これは速報であり、数値等は今後変わることがある。 
○ これは広域連携スキームによるもので、各府省が調整して派遣する職員等は含まない。 

※1  京都府１、奈良県１ 

※2 全国知事会職員２、東京都２、新潟県３、京都府２ 

※3 長岡市４ 

※4 長崎市８、諫早市２ 

※5 三条市１、輪島市２、見附市２、日立市２ 

※6  鹿児島市３、阿久根市２、薩摩川内市２、出水市２、いちき串木野市２、南さつま市２、 

鹿屋市２、霧島市２、垂水市２、日置市２、曽於市２ 

※7  佐賀市６、唐津市５、鳥栖市２、小城市１、多久市２、伊万里市１、鹿島市１、吉野ヶ里町１、 

上峰町１、みやき町１、基山町１、江北町１、有田町１ 

※8  大分市４、杵築市１、国東市１、佐伯市２、中津市１、玖珠町１ 

【単位：人】

熊本県 47 45

福岡県(8),佐賀県(9),長崎県(1),大分県(2)
宮崎県(1),鹿児島県(6),沖縄県(1)
山口県(5),福島県(1),関西広域連合(2)※1
全国知事会(9)※2

熊本市
くま　もと　し

624 390 22 212 599

福岡市(38),北九州市(14),東京都(40)
広島市(15),名古屋市(54),川崎市(40)
さいたま市(31),大阪市(48),横浜市(48)
札幌市(47),堺市(23),浜松市(27),新潟市(30)
神戸市(14),相模原市(26),千葉市(13)
京都市(12),静岡市(37),仙台市(30)
岡山市(8),全国市長会(4)※3

・罹災証明事務のための派遣を
順次実施
(詳細次々頁を参考)
・避難所集約のため、5月9日よ
り体制を見直し

宇土市
　う　と　し　

66 25 3
18

20 66
長崎県(26),長崎県内市(10)※4、沖縄県(23),
全国市長会(7)※5

宇城市
　う　き　し

48 15 1 32 31
鹿児島県(8)
鹿児島県内市(23)※6

阿蘇
あ　そ

市
し

36 11 10 15 23 宮崎県(17),熊本県(6)

・5月10日より宮崎県が5名、宮
崎県内市町村が10名を派遣予定
(被災者総合窓口要員)
・避難所の体制は縮小

西原村
にしはらむら

55 31 24 62 佐賀県(38),佐賀県内市町(24)※7

南阿蘇村
 みなみあそむら

127 95 14 18 132

大分県(27),大分県内市町(10)※10
島根県(5),岡山県(5),新潟県(4),東京都(3)
広島県(5),愛知県(5),岐阜県(5),三重県(5)
石川県(5),長野県(5),富山県(5),千葉県(4)
全国市長会(25)※9,全国町村会(8)※10

御船町
み　ふねまち

56 14 12 12 18 71
山口県(22),山口県内市(27)※11
全国知事会(4)※12,全国市長会(8)※13
全国町村会(10)※10

嘉島町
か　しま　まち

33 7 6 20 33
福島県(5),福島県内市(2)※15,静岡県(2)
静岡県内市町(18)※16,全国町村会(6)※14

益城町
まし　き　まち

249 134 21 94 244

福岡県(40),福岡県内市町(17)※18
熊本県(39),関西広域連合(91)※22
東京都(5),東京都内市(25)※20,全国知事会
(27)※21

・罹災証明事務のため福岡県内
市町村が順次3名を派遣予定
・5月10日より全国知事会が3名
を派遣予定
・5月10日より福岡県が4名を派
遣予定

菊池市
き　く　ち　し

18 15 3 27 長崎県(14),長崎県内市(13)※22

菊陽
きくよう

町
まち

17 4 2 11 17
福岡県(9),福岡県内市(4)※23
関西広域連合(4)※24

甲佐町
こう　さ　まち

31 12 5 2 12 44
鹿児島県(15),鹿児島県内市(10)※25,
熊本県(6),全国知事会(13)※26

・罹災証明事務等のため5月23
日より全国知事会が4名を派遣
予定

大津町
おおづ　まち

13 3 7 3 13 熊本県(2),関西広域連合(11)※27

合　計 1,420 (479) 1,407 （罹災証明事務517名）

５月９日に被災自治体で
活動している職員

派遣元自治体内訳

備　考

(追加予定等)

５月８日に被災自治体で
活動した職員

避難所
運営

47

罹災証
明事務

派遣先

その他
行政
窓口

(建築・

土木等)

(水道)
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※9  高崎市３、戸田市１、燕市２、村上市２、糸魚川市３、福知山市２、登別市１、花巻市２、 

気仙沼市３、宇都宮市２、舞鶴市２、府中市（広島県）２ 
※10 鬼北町２、久万高原町２、松前町（愛媛県）２、紀宝町２ 

※11 光市２、周南市５、防府市３、山口市２、宇部市２、萩市２、山陽小野田市２、柳井市２、 

   下関市５、周防大島町２ 

※12 埼玉県１、狭山市３ 

※13 豊田市２、横手市２、金沢市２、津山市２ 

※14 茂木町２、多可町２、瑞穂町（東京都）１、日の出町１、檜原村１、奥多摩町１、 

大島町（東京都）１、八丈町１ 

※15 福島市２ 

※16 三島市１、島田市１、富士市１、磐田市２、焼津市１、藤枝市１、御殿場市２、袋井市１、 

   下田市１、御前崎市１、伊豆の国市１、牧之原市２、南伊豆町１、清水町１、小山町１ 

※17 奥多摩町２、檜原村１、日の出町１、大島町（東京都）１、八丈町１ 

※18 大牟田市２、北九州市２、筑紫野市２、春日市２、水巻町３、糸島市２、筑後市２、筑前町１、 

   東峰村１ 

※19 滋賀県８、京都府１０、兵庫県１４、奈良県３、和歌山県１１、鳥取県９、徳島県１０、 

加古川市２、加東市２、猪名川町２、亀岡市２、海南市１、御坊市１、川西市２、丹波市４、 

豊岡市２、東近江市２、奈良市２、生駒市１、倉吉市１、徳島市２ 

※20 八王子市３、立川市２、武蔵野市１、三鷹市１、青梅市２、府中市１、昭島市１、町田市３、 

   日野市２、国分寺市１、国立市１、福生市１、東大和市１、武蔵村山市１、多摩市１、稲城市１、 

   羽村市１、あきる野市１ 

※21 栃木県６、山梨県６、茨城県３、埼玉県３、神奈川県３、群馬県３、千葉県３ 

※22 大村市２、平戸市１、対馬市２、西海市１、雲仙市２、南島原市２、時津町１、東彼杵町１、 

波佐見町１ 

※23 みやま市２、八女市２ 

※24 奈良県４ 

※25 枕崎市２、姶良市２、伊佐市２、指宿市２、南九州市２ 

※26 香川県４、愛媛県４、高知県５ 

※27 大阪府１０、東大阪市１ 

※28 水道の被害状況に係る復旧工事に従事する技術職員等の派遣については、厚生労働省の被害状況

報告を参照
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【熊本市への派遣状況】 
 

５月１０日 ２５１名（札幌市１３、仙台市１３、さいたま市３、千葉市６、川崎市１２、 

 横浜市１４、相模原市１０、新潟市１６、静岡市１１、浜松市１１、 

 名古屋市１５、大阪市１３、堺市７、神戸市１４、岡山市８、広島市１３、

北九州市１４、福岡市２８、東京都３０) 

 

 

 

５月１９日 ２５７名（札幌市１３、仙台市１３、さいたま市３、千葉市６、川崎市１２、 

 横浜市１４、相模原市１０、新潟市１６、静岡市８、浜松市１１、 

 名古屋市１５、大阪市１３、堺市７、神戸市１４、岡山市８、広島市１３、

北九州市１１、福岡市２８、東京都３０、京都市１２) 
 
※派遣数については変動の可能性あり。 

 

＜参考＞ 

派遣要請内容 

 

 

Ⅰ-２ 被災自治体庁舎等の状況 
 

○ 熊本県内の次の市町村において、庁舎損壊等のため庁舎外に機能を移転。 

 八代市
やつしろし

→千丁
せんちょう

支所へ 

 人吉市
ひとよしし

→庁舎別館、スポーツパレス、カルチャーパレスへ 

    （５月９日移転予定） 

 宇土市
う と し

→市民体育館へ 

 大津町
おおづまち

→近隣町施設へ 

 益城町
ましきまち

→保健福祉センターへ 

※ 熊本県庁市町村課が 5/2(月)に確認 

 

○ 行政の受付窓口等の支援 

 熊本県市町村課（行政書士会窓口）に対して、日本行政書士会連合会が協
力できる具体的な内容（被災自治体の受付窓口や相談窓口への行政書士の
派遣等）について、被災自治体への周知を依頼（4/28(木)） 

 日本行政書士会連合会に対して、被災自治体から要望があった場合に迅速
な対応を取るように協力を依頼（4/28(木)） 

 
 

期間 罹災証明に係る受付業務等 建物被害認定調査 計 

     ～５月 ８日 ９０人 １００人 １９０人

５月 ９日～５月２０日 ９０人 １６０人 ２５０人

５月２１日～５月２４日  １６０人 １６０人

・
・
・ 
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Ⅱ 被災自治体における通信・放送の確保に関する対応状況 
(１) 避難所及び行政機関の通信確保対応状況 

○ 避難所における通信確保状況 

 ・携帯電話による通信は、ほぼ確保。 

 ・Wi-Fi利用環境を整備するため、各避難所に無料Wi-Fiアクセスポイントを増設中。 

 ・携帯電話用の充電器（チャージャ）の配備を経済産業省と連携して展開中。 
 

○ 通信事業者の保有する機器の貸与  

  ・特設公衆電話を合計６２台。 

  ・衛星携帯電話を合計６１９台。 

・無料公衆無線 LAN（Wi-Fi）アクセスポイントを合計約７５２台。 

・携帯電話充電器（マルチチャージャ）を合計約７８６台。 

等を避難所及び行政機関に配備（詳細は後述）。 
 

○ 公衆電話の無料化を実施済（熊本県全域）。 

※大分県は 4/23（土）00:00 に無料化を終了。 
※熊本県は 4/29（金）00:00 に無料化を終了。 
 

○ 携帯電話３社のサービスの復旧（エリアカバーが地震発生前と同等まで復旧）に

ついて、各社のＨＰに掲載済。 

 

(２)災害時における放送の確保 

 

○ 臨時災害放送局の開設等による生活情報の提供 

 ・甲佐町（こうさまち）及び御船町（みふねまち）が、総務省配備の設備の提供を

受けて、臨時災害放送局（ＦＭ）を開設（甲佐町：4月 23 日、御船町：4月 25 日、

益城町：4月 27 日）し、被災者に向けたきめ細かい生活情報を提供。 

 

○ 被災者へのラジオの配布 

 ・９市町村からの要請を受け、被災者の生活情報の確保のため、総務省九州総合通

信局から各市町村に対し、ラジオを県内ラジオ局の周波数表を添えて配布（4月

22 日、23 日・合計 2,080 台）。 

・５月７日（土）、九州総合通信局から御船町にラジオ 20 台を追加配布。 

 

Ⅲ 被害状況  

通信関係 

  ＜固定電話＞ 

・ＮＴＴ西日本 全て復旧。 

※ただし、電話局と住宅等の間で不通状態の回線あり（住宅等の復旧に併せて回復見込
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み）。 

 ＜携帯電話・ＰＨＳ＞ 

・携帯電話の停波基地局数：合計３局（5/6（金）06:30 時点から１局減。） 

・ＰＨＳの停波基地局数：全て復旧 

※停波の主な原因は、伝送路断等と推測。 

※復旧作業ができない立入禁止箇所を除き、概ね復旧作業が完了。 

※現時点で全ての市町村役場の通信の疎通を確認。避難所は、通信可能な状況。 

※隣接局のエリアカバーや移動基地局車等の運用によるサービスの復旧について、携帯

電話３社のＨＰに掲載済 

 事業者 被害状況等 

固
定
電
話 

NTT東日本 ・被害なし 

NTT 西日本 ・交換機収容ビルの収容回線については、全て復旧。 

※電話局と住宅等の間で不通状態の回線あり（住宅等の

復旧に合わせて回復見込み）。 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし 

KDDI ・被害なし 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・全て復旧 

携
帯
電
話 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・全て復旧 

（１局は未復旧であるが、調査の結果、熊本震災が停波原因ではないことが判明

したため、本報告の対象外とした旨の報告あり。） 

KDDI(au) ・１局が停波中。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯】 

・２局が停波中。 

【ＰＨＳ】 

・全て復旧。 

 

＜防災行政無線関係＞ 

 熊本県西原村
にしはらむら

 一部子局が機能停止のため一部地区で使用不可。 

 熊本県益城町
ましきまち

 一部子局が機能停止のため一部地区で使用不可。 

 

＜ＤＥＵＲＡＳ（電波監視システム）＞ 

以下のセンサ局が運用停止中であるが、他のセンサ局を活用して電波監視業務を実

施中。 

・ＤＥＵＲＡＳ－Ｄ（遠隔方位測定設備） ３センサ局運用停止中。  

 

２.放送関係 

＜地上放送（テレビ、ＡＭ、ＦＭ）関係＞ 

都道 

府県 

事業者 被害状況等 最大被害数 
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熊本県 ○ＮＨＫ南阿蘇局 

（テレビ、ＦＭ） 

 

 

 

 

 

○ＮＨＫ大矢野湯島局 

（テレビ総合・教育） 

 

 

 

 

 

 

 

○ＮＨＫ（ＡＭ） 

 

○熊本放送蘇陽北局（Ａ

Ｍ） 

 

 

 

 

 

 

○民放４社(テレビ） 

 

 

 

 

○停電後、非常用発電機の

故障により停波。 

 →４月 17 日(日)発電機

の修理により復旧（停

波時間は、18:20～

10:45（16時間25分）） 

 

○停電後、非常用電源の 

給電停止により停波。 

→４月 16 日(土)13:19

発電機を持ち込んだ

ため復旧。16:09 商用

電源が復旧 

（停波時間は、9:26～

13:19（３時間 53 分）） 

 

○被害報告なし 

 

○アンテナ破損により停波 

→４月 18 日(月)15:45

アンテナの修理によ

り復旧。（停波時間は、

４月 16 日(土)1:25～

４月 18 日(月)15:45

（62 時間 20 分）） 

 

○熊本局 

４月 16 日(土)地震発生

直後、停電のため放送中

断したが、手動で発電機

を起動し復旧。その後商

用電源復旧。（停波時間

1:57～2:30（33 分）） 

○砥用局 

４月 16 日(土)停電後、

非常用発電機が停止し

て停波したが、発電機を

再起動・復旧。その後商

用電源復旧。（停波時間

9:55～11:20（1 時間 25

分）） 

 

（５月９日(月)5 時 30 分

現在、県内 1か所（南阿蘇

局（ＴＶ・ＦＭ）で停電の

○6,372 世帯 

（一部は他の中継

局（阿蘇局）の放

送で視聴の可能

性あり。） 

 

 

○169 世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

○被害報告なし 

 

○約 1万世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県内 8 か所で非

常用発電機を使用

していた。 
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ため非常用発電機により

放送継続中） 

大分県 ○ＮＨＫ（テレビ、ＡＭ、

ＦＭ） 

○民放（テレビ３社（うち

１社ＡＭ兼営）、ＦＭ１

社） 

○ＮＨＫ、民放とも被害報

告なし 

○被害報告なし 

 

＜コミュニティ放送関係＞ 

○熊本県：放送継続中（３社） 

 ○大分県：放送継続中（３社）  

都道 

府県 

事業者 被害状況等 最大被害数 

熊本県 ○熊本シティエフエム 

 →臨時災害放送局へ移

行（４月 18 日～４月

30 日） 

 

○放送継続中（停電により

短時間停波） 

○停波１件 

 

 

 ○その他のコミュニティ

放送（２社） 

○被害報告なし ○被害報告なし 

大分県 ３社 ○被害報告なし ○被害報告なし 

 

＜ケーブルテレビ＞ 

全世帯復旧（４月 28 日(木) 5:00 時点（57 世帯）から縮小） 

○熊本県：復旧済（３社）、確認済（７社）   

 ○大分県：復旧済（２社）  ※１７社については被害なし 

 ○佐賀県：確認済（１３社） ※１３社については被害なし 

 ○宮崎県：確認済（７社）  ※７社については被害なし 

都道 

府県 

事業者 被害状況等 最大被害数 

熊本県 ○ジェイコム九州 

 

 

 

 

 

 

○たかもり光ネットワーク㈱

 

 

 

○小国町 

 

 

○全世帯復旧 

 

 

 

 

 

 

○一部商用電源復旧、発電

機燃料到着により放送

再開 

 

○４月19日(火)12時仮復

旧 

 

○22,760 世帯 

（４月14日(木)

発生の地震に

よる視聴不可

世帯 1,244 件

を含む） 

 

○2,619 世帯 

 

 

 

○68 世帯 
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○その他のケーブルテレビ

（７社） 

○確認済（７社について設

備被害なし） 

○被害報告なし 

大分県 ○大分ケーブルテレコム 

 

 

○日田市 

 

○その他のケーブルテレビ

（１７社） 

○４月 16 日(土)13 時 45

分復旧 

 

○４月17日(日)17時復旧 

 

○確認済 

（17 社について被害なし） 

○９世帯 

 

 

○1,100 世帯 

 

○被害報告なし 

宮崎県 ７社 ○確認済 

（７社について被害なし） 

○被害報告なし 

佐賀県 １３社 ○確認済（13 社について

被害なし） 

○被害報告なし 

 

３．郵政関係 

＜郵便・郵便局業務関係＞ 

・安全最優先で通常業務を実施。 

・10 の郵便局において、５月６日（金）の窓口業務を見合わせ。 

・４の郵便局等において、業務用システムに障害等。（5/6(金)17:00 現在） 

・上益城郡（益城町）及び阿蘇郡（南阿蘇村、西原村）の一部地域において、郵便物

等の配達が困難な状況。 

・交通規制等により、熊本県、宮崎県及び鹿児島県で引受・配達される郵便物等に遅

れ。 

・上益城郡（益城町）及び阿蘇郡（南阿蘇村、西原村）を宛先とするゆうパックを一

時引受停止（保冷扱いは熊本県全域を宛先とするものを停止。）。 

 

Ⅳ 総務省の対応状況 

○対策本部の設置等 

・４月 14 日（木）21 時 33 分 総務省非常災害対策本部設置 

（４月 14 日から４月 28 日まで、計 15 回の本部会議を開催。） 

・４月 14 日（木）22 時 50 分 九州総合通信局災害対策本部設置 

・４月 15 日（金）現地対策本部要員派遣（九州総合通信局１名） 

（４月 19 日（火）から１名増員し２名派遣） 

・４月 16 日（土）から現在まで、移動電源車貸与、通信機器貸し出し、ラジオ配布、

臨時災害用放送局開設準備支援等のため、九州総合通信局職員 15 人を 11 市町村に

延べ 39 人日派遣。 

・４月 18 日（月）～ 総務省被災者生活支援チームの現地連絡調整要員として、 

総務省本省から課室長級職員を２名派遣 

・４月 18 日（月）九州総合通信局内に「平成 28 年熊本地震に関する「特別相談窓口

(情報通信関係)」を開設 

・４月 20 日（水）、から現在まで、政府現地災害対策本部で編成された被災者生活支

援リエゾンに２名派遣。（派遣先：熊本県御船町
みふねまち

、熊本県嘉島町
かしままち

） 
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・４月 22 日（金）九州総合通信局による臨時災害放送局の開局要望に関する現地調

査実施（４月 23 日（土）も実施）。 

・４月 22 日（金）から現在まで、政府現地対策本部との連携により、熊本市内の食

料支援チームに九州総合通信局から延べ 20 人日派遣。 

・５月１日（日）から現在まで、熊本県からの要請による西原村
にしはらむら

でのり災証明書発

行受付、家屋認定調査業務の支援に九州総合通信局から延べ 32 人日派遣。 

 

○総務省災害対策用移動通信機器の貸与状況 

・簡易無線機、MCA 無線機及び衛星携帯電話を、これまで 10 自治体に計 82 台を貸出。 

貸出先 機種 台数 貸出日 備考 

熊本県御船町 MCA 無線機 2 台 4 月 15 日  

熊本県甲佐町 簡易無線機 10 台 4 月 15 日  

熊本県宇土市 MCA 無線機 21 台 4 月 16 日  

熊本県高森町 簡易無線機 

衛星携帯電話 

10 台 

2 台 

4 月 18 日

 

 

愛知県 衛星携帯電話 2 台 4 月 18 日 熊本県災害対策本部の

支援のため、愛知県より

職員を派遣するため 

熊本県南阿蘇村 簡易無線機 

衛星携帯電話 

10 台 

3 台 

4 月 19 日  

熊本県菊陽町 簡易無線機 15 台 4 月 19 日  

岩手県 衛星携帯電話 3 台 4 月 20 日 熊本地震被災地支援の

ため、岩手県医療チーム

を派遣するため 

京都府亀岡市 衛星携帯電話 2 台 4 月 23 日 熊本地震被災地支援の

ため、京都府亀岡市より

職員を派遣するため 

富山県 衛星携帯電話 2 台 4 月 26 日 熊本県南阿蘇村支援の

ため、富山県より職員を

派遣するため 

 ※総務省保有のＩＣＴユニットは、総合通信局で待機中。 

 

○移動電源車の貸与状況 

 ・熊本県益城町
ましきまち

（九州総合通信局より１台） 

 ・熊本県宇土市
う と し

（中国総合通信局より１台） 

 ・九州総合通信局で待機（※1）（近畿総合通信局より１台（※2）） 
    ※1：東海総合通信局保有の電源車は復電により同局に返却（4/28）。 

        ※2：復電により稼働終了（4/27）。 



 
 

 12 
 

 

○被災地支援のための制度手当 

・災害救助法の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し、電波利用料債

権の納入告知書、催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施。 

・携帯電話不正利用防止法が義務づける契約の相手方の本人確認について、被災で本

人確認書類を消失したために、本人であることを確認できる書類がない場合にも被

災者が携帯電話の契約等を行えるよう、省令改正。 

  

○通信事業者等に対する要請 

・主要な事業者に対して、全力で復旧にあたるよう要請済。（4/17 付け NTT 西日本、

NTT ドコモ、KDDI 及びソフトバンク） 

・主要な事業者に対して、特設公衆電話や無料公衆無線 LAN アクセスポイントの開

設、携帯電話充電器（マルチチャージャ）の配備など、優先的に避難所での通信利

用環境の確保に取り組むよう要請。 
（4/17 付け 対 NTT 西日本、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、UQ コミュニケーション

ズ、ワイヤレスシティプランニング） 

・通信事業・無線関係団体に対して、避難所の通信利用環境の確保について協力を

要請。 
（4/18 付け 対電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロ

バイダー協会、移動無線センター、全国陸上無線協会） 

 

○燃料の安定的な確保 
・資源エネルギー庁と連携して、ＮＴＴ西日本及び携帯電話事業者が通信電源用に

使用する燃料を確保。 

※：熊本県内の中核サービスステーション（自家発電設備や大型タンク等を備えた災害時

に地域の石油製品の供給の拠点）からの調達。 

 

○被災者支援システムの整備 

・主に避難所に、被災者が必要とする生活用品等を速やかに把握し届けるためのシス

テム及び１，０００台のタブレット（ＩＢＭ及びソフトバンク）を配備すべく、経

済産業省と連携して対応中。 
※）４月２８日（木）からシステムの本格運用が開始。 

・アップルが iPad 500 台を被災自治体に寄付を申出中。 
  ※）熊本市に 100 台を提供予定。残り 400 台の寄付先については、現在、九州総合通信局

が市町村の要望を調査中。 

 

○４月 18 日（月）、報道発表により被災地域における地域の避難情報や生活情報等を

放送するコミュニティ FM 局を周知。 

 

○４月 18 日（月）、熊本市からの臨時災害放送局の免許申請に対し、即時に免許。 

（４月 30 日（土）で熊本市の臨時災害放送局が閉局。） 

 

○４月 19 日（火）、日本放送協会、（一社）日本民間放送連盟、（一社）日本ケーブル

テレビ連盟及び（一社）日本コミュニティ放送協会に対して、災害情報、生活情報
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等の放送の確実な実施、被災地住民への十分な配慮等について要請を実施。 

 

○４月 19 日（火）、NHK から、南阿蘇局（テレビ・ＦＭ）について、倒壊のおそれがあ

る等の理由から、中継局の設置場所の変更等（可搬型送信機による代替送信所の設

置）の申請があり、即時に許可。 

 

○熊本行政評価事務所などにおいて、被災者からの各種相談、問合せを受け付け。 

 ４月 20 日（水）正午から、熊本行政評価事務所において、災害専用フリーダイヤル

を開設するとともに、支援措置を講じている関係機関の窓口リストである「平成 28

年熊本地震被災者の皆様への生活支援」を公表し、避難所で配布するよう、被災市

町村へ依頼。 

 

○４月 20 日（水）、９市町村からの要請を受け、被災者の生活情報の確保のため、経

済産業省の協力を得て、ラジオ 2,500 台（ソニー：1,500 台、パナソニック：1,000

台）を確保。22 日（金）及び 23 日（土）、九州総合通信局から県内ラジオ局の周波

数表を添えて各市町村に合計 2,080 台配布。 

 

○４月 21 日（木）、熊本県及び県内１６市町村に対し、応急対策など当面の様々な対

応に係る資金繰りを円滑にするため、６月に定例交付すべき普通交付税の一部 

（４２１億円）を繰り上げて交付することを決定。 

 

○４月 21 日（木）付で、被災納税者に対する地方税の減免措置について、自治税務局

長通知を発出。 

 

○４月 23 日（土）、熊本県甲佐町からの臨時災害放送局の免許申請に対し、即時に免

許。 
 
○４月 25 日（月）、熊本県御船町からの臨時災害放送局の免許申請に対し、即時に免

許。 

 

○４月 27 日（水）、熊本県益城町からの臨時災害放送局の免許申請に対し、即時に免

許。 

 

○宝くじによる熊本地震の被災地支援について 

・熊本地震の被災地への支援策の一つとして、発売団体である全都道府県及び

全政令指定都市のご協力を得て、５月から発売予定（発売期間：H28.5.11～

6.3）の「ドリームジャンボ宝くじ」を活用し、熊本地震の被災地の緊急支援を実施。 

・計画額 750 億円のうち 100 億円を被災地支援分と位置づけ、収益金（約 40 億

円）を被災団体に配分予定。 

 

○４月 28 日（木）、地方公共団体や NPO 等向けに、「被災者の生活再建と被災地の復興

に向けた通信・放送利用の施策 Web ガイド」を、総務省ホームページにおいて公表。 

○５月７日（土）、九州総合通信局から御船町にラジオ 20 台を追加配布。 
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Ⅴ 総務省関係団体・事業者等の対応状況 

○ 避難所及び行政機関の通信確保対応状況（詳細） 

事業者 特設公

衆電話 

衛星携

帯電話 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ

衛星装

置(固定

電話) 

無料公

衆無線

LAN 

(Wi-Fi)

携帯電話

用充電器

(ﾏﾙﾁﾁｬｰ

ｼﾞｬ) 

移動

電源

車 

可搬

型発

電機

携帯電

話 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ ﾃﾞｰﾀ通

信端末

NTT 

西日本 

６２台 

（３８箇所） 

２５台 

（１９箇所） 

０台※1 

（０箇所）
※1

２１台

（１９箇所）

－ － 
 

－ － － － 

NTT 

ドコモ 

－ １６４台 

（１８組織） 

－ ４５１台

（３６１箇

所） 

２８８台 

（２０８箇所）
※2

－ － １６６７台 

（６８組織） 

１８６台

（１７組織）

８０台

（１６組織）

KDDI － ９３台 

（5組織） 

－ 約１１５

台 

（９６箇

所） 

３７７台 

（２８３箇所）

１台 

 

１台 

 

８１３台 

（１９組織） 

１３２台

（７組織）

１１３台

（１２組織）

ソフト

バンク 

－ ３３７台 

（3組織） 

－ 約１４８台

（１１５箇

所） 

約１２１台

（121 箇所）

２台 ２台 

（２箇所）

８６５台 

（3組織） 

１１３５台

（約４組織）

１４台

（２組織）

NTT BP － － － 約１７台

（11 箇所）

－ － － － － － 

合計 ６２台 ６１９台 ０台※1 
約７５２台

※2
 

約７８６台 ３台 ３台 ３３４５台 １４５３台 ２０７台

※1 各自治体と相談し、特設公衆電話に切り替えた結果 0台となった。 

※2避難所の統廃合により配備箇所が減少。 

 
〇公衆無線 LAN サービスの利用環境整備（インターネットへのアクセス確保） 
 
・主に避難所に電気通信事業者が無料公衆無線 LAN を設置（避難所５１０箇所（重複

を除外）、７５２アクセスポイント（ＡＰ））。 

 
・ＮＴＴグループ：３９１箇所/約４８９ＡＰ 

・ＫＤＤＩ：９６箇所/約１１５ＡＰ 

・ソフトバンク：１１５箇所/約１４８ＡＰ   等 

  （※）４月２８日（木）、ほぼ全ての避難所において設置を完了。 

・主に携帯電話事業者が九州全域で、通常、有料で提供している公衆無線 LAN サービ

スを無料開放。「00000J A P A N」(ファイブゼロ･ジャパン)の名称で合計 

約５５，０００のＡＰを確保。 
・ソフトバンク：約３６，０００ 

・ＫＤＤＩ：約１０，０００ 

・ＮＴＴドコモ：約９，０００ 等 

  （※）４月２８日（木）以降は、熊本県内及び大分県内の避難所、並びに熊本県全域で開

放。 
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・他にも、ＮＴＴグループが、提携企業とも連携し、九州全域で１５,０００超のＡ

Ｐ（コンビニエンスストア等を含む）を利用開放。 

・無料公衆無線 LAN のＡＰが設置された全ての避難所において携帯電話用の充電器

（チャージャ）を配備すべく、経済産業省と連携中。 

 

○ＩＣＴユニットの配備 

・熊本県阿蘇郡高森町にＩＣＴユニット（５台）（※）を搬送し、役場・避難所にＩ

ＣＴユニットを用いた無線ＬＡＮサービス及び音声通話サービスを提供。電源及び

通信の復旧に伴い４月 20 日で提供終了。引き続き、自治体等からの要請に応じて

貸し出せるようＩＣＴユニットを総合通信局に待機中。 
※ Ｗｉ-Ｆｉ、小型サーバー、バッテリーなどを搭載した小型で移動可能な通信設備であり、災害

時に迅速に通信ネットワークを応急復旧させることが可能。 

 

○災害用伝言サービスの状況 

 ・NTT 東西、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクが、災害用伝言ダイヤル（171）、災害

用伝言板、災害用伝言板（web171）、災害用音声お届けサービスを展開済み。 

 

○復旧エリアマップを HP 上に公開 

・NTT ドコモ、KDDI に加え、ソフトバンクは、災害の影響によりサービスを利用でき

ないエリアを表示する復旧エリアマップを、HP 上に公開済み。 

 

○通信速度制限の解除 

・ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクは、災害救助法適用地域内に居住する携帯

電話利用者を対象に、追加データの購入なしに、自動的に通信速度制限を解除（～

5/31）。 

 

○通信料金の減免 

・ＮＴＴ西日本は、災害救助法適用地域内に居住する固定電話等利用者を対象に、避

難により利用できなかった場合には、４ヶ月を限度に料金の減免を実施。 

 ・ＫＤＤＩ、ソフトバンクは、災害救助法適用地域内に居住する固定電話等利用者を

対象に、避難により利用できない期間の料金の減免を実施。 

・九州通信ネットワークは、災害救助法適用地域内に居住する光インターネット接続

等利用者を対象に、避難により利用できない期間の料金の減免を実施。 

 

○ＮＴＴ西日本、ソフトバンク、九州通信ネットワークは、仮住居への移転工事等が

生じた場合の工事費を無料化。 

 

○ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクは、熊本県庁にリエゾン要

員を派遣済。 

 

○日本郵政グループ 

・４月 15 日（金）から当面の間、災害救助法が適用された地域を対象に、通帳・証

書等や印章をなくした被災者の貯金等の非常取扱い、また、保険料の払込猶予期間
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の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱いを実施。 

・４月 19 日（火）から５月 18 日（水）まで、被災者が差し出す郵便物の料金免除

を実施。また、４月 19 日（火）から同月 25 日（月）まで、郵便はがきの無償交付

を実施。 

・益城町内の３の郵便局において、貯金の払戻し等を行うため、４月 16 日（土）・

17 日(日)及び４月 23 日（土）・24 日（日）の営業を実施。 

・４月 29 日（金）から５月 15 日（日）まで、熊本県内の５の郵便局において、Ａ

ＴＭの取扱時間を延長。 

・４月 25 日（月）から、益城町総合運動公園内において車両型郵便局（１台）が営

業を実施。 

・５月９日（月）から５月 31 日（火）まで、４の臨時郵便局を設置して貯金の払戻し業務

を実施。 

・ゆうちょ銀行及び郵便局の貯金窓口において、４月18日（月）から６月30日（木）

まで、災害に対する義援金の無料送金サービスを実施。 

・４月19日（火）から６月30日（木）まで、救援等を行う団体に宛てた災害義援金

を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施。 

・ゆうちょ銀行及び郵便局の貯金窓口において、４月21日（木）から６月17日（金）

まで、年金・恩給、国税還付金等を受け取る被災者が必要書類を持参できない場合

でも支払いに応じる等の取り扱いを実施。 

・被災者である契約者に対する普通貸付金の非常即時払に適用する利率の減免措置、

及び入院保険金の特別取扱いを実施。 

・「かんぽの宿 阿蘇」において、中広間等を近隣住民へ開放し、数百名の避難者を受

入れ。食料・飲料を提供。 

・日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の４社が、義援金として

2,000 万円を寄付。 

 

○ＮＨＫ 

・災害救助法による救助が行われた区域内において、半壊、半焼等の程度の被害を

受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約につき、２ヶ月間の

受信料免除。 

・ＮＨＫラジオのネット同時配信「らじる★らじる」において、熊本県域放送（ラ

ジオ第一放送及びＦＭ放送）の同時配信を実施。 

・避難所等にテレビを設置（熊本県益城町に３台、熊本市、御船町、大分県別府市

に各１台それぞれ配布）。 

・ラジオ 300 台を準備し、既に益城町や南阿蘇村に約 100 台を配布。 

 

○地上放送（民間放送事業者） 

・ニッポン放送（関東広域圏のＡＭ事業者）、熊本放送 

ラジオ 500 台を準備し、避難所等に順次配布。 

 

○衛星放送 

・㈱ＷＯＷＯＷ 



 
 

 17 
 

災害救助法が適用された地域にお住まいのお客様に対して、便宜を図るべく、専用

フリーダイヤルを設置（申し出があった場合に、４月分及び５月分の視聴料を免除） 

・スカパーＪＳＡＴ㈱ 

 災害救助法が適用された地域にお住まいのお客様に対して、便宜を図るべく、専用

フリーダイヤルを設置（申し出があった場合に、４月分の視聴料を免除） 

 

○ケーブルテレビ 

・株式会社 ジュピターテレコム 

 災害救助法が適用された地域にお住まいのお客様に対して、 

 便宜を図るべく、専用フリーダイヤルを設置（視聴料の減免・支払期限の延長等） 

 

○情報通信研究機構(NICT)による災害対応 

（１）DISAANA
デ ィ サ ー ナ

 - 対災害 SNS 情報分析システム 

・ 平常どおり情報提供中。熊本県益城町等の被害情報を提供中。 

 

（２）多言語音声翻訳アプリ“VoiceTra”（ボイストラ） 

・ 平常どおりサービス提供中 

・ 被災地に外国人観光客等がいる場合、翻訳機能が利用可能 

 

（３）航空機搭載合成開口レーダ（Pi-SAR 2）による観測 

・ 4 月 17 日（日）午前８時過ぎから 10 時頃まで熊本県から大分県にかけての状況

把握のための航空機 SAR(Pi-SAR2)観測を実施。 

・ 機上で処理した画像を内閣府（防災担当）、熊本県、大分県に提供済み。 

・ 4 月 17 日（日）午後９時、NICT ウェブサイトにおいて詳細な画像データを一部

公開。観測データの処理に合わせ、当該サイトを随時更新。 

 

（４）車載衛星地球局の配備 

・ 熊本県阿蘇郡高森町に車載衛星地球局（※）（２台）を搬送し、役場・避難所に

ＩＣＴユニットと連携した無線ＬＡＮサービス（衛星経由）を提供していたが、電

源及び通信の復旧に伴い４月 20 日で提供終了。 
※ 超高速インターネット衛星（ＷＩＮＤＳ）を搭載した車両。移動電源車の役割も担える。 

 

○地方公務員共済組合宿泊施設への被災者受入れの状況 

 ・宿泊無料（食費実費負担）で受入れ実施中 

  （各施設の利用状況によっては受け入れられない場合もある） 

 ・５月８日現在の利用状況 

  ・オークラ千葉ホテル（千葉
ち ば

市
し

）：６名 

  ・ホテルルポール麹町
こうじまち

（麹町
こうじまち

会館
かいかん

）（千代田区
ち よ だ く

）：１名 

・ホテル日航
にっこう

立川
たちかわ

東京（立川市
たちかわし

）：１名 

  ・東京グリーンパレス（千代田区
ち よ だ く

）：２名 
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  ・御所
ご し ょ

西
にし

京都平安
へいあん

ホテル（京都市
きょうとし

）：６名 

  ・シティプラザ大阪（大阪市
おおさかし

）：４名 

  ・ひょうご共済会館（神戸市
こ う べ し

）：５名 

  ・翠
すい

山荘
ざんそう

（山口市
やまぐちし

）：２名 

  ・ホテルレガロ福岡（福岡市
ふくおかし

）：１７名 

  ・ひまわり荘（宮崎市
みやざきし

）：５名 

  ・マリンパレスかごしま（鹿児島市
か ご し ま し

）：１１名 

 
○被災自治体の住基情報等 

 ＜既存住基＞ 

  ・熊本県内の全市町村の既存住基システムのデータは維持（H28.4.19 県庁情報） 
 
  ・熊本県内の次の市町村では、本庁舎損壊等のため、住基窓口業務を「支所等で

実施」又は「業務再開を準備中」（H28.4.26 県庁情報） 

    支所等で実施   八代市
やつしろし

（支所） 

             人吉市
ひとよしし

（本庁別館） 

             宇土市
う と し

（支所。4/21 からは本庁近隣の体育館でも可） 

             大津町
おおづまち

（本庁近隣の町施設） 

             南阿蘇村
みなみあそむら

（電源が確保できたため 4/25 から別庁舎で住基

窓口事務を再開） 

    業務再開を準備中 益城町
ましきまち

 
 
  ・熊本地震に伴う被災地域（災害救助法の適用地域である熊本県内の全市町村）

の住民が、転出証明書を持たずに他市区町村で転入届をしても受理できる旨の

通知を４月 19 日付けで全国に発出。 
 
＜住民基本台帳ネットワークシステム＞ H28.5.8 20:00 現在 

  ・益城町
ましきまち

…復旧作業中 
 
＜ＬＧＷＡＮ＞ H28.5.8 20:00 現在 

  ・益城町
ましきまち

…別施設内に設置した通信機器までは復旧(5/2)。その先の庁内部分は町

で復旧作業中(5/6)。 
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熊本県を震源とする地震の被害・対応状況について（第３６報） 

（５月９日（月）６：００時点） 
 

平 成 ２ ８ 年 ５ 月 ９ 日 

  経 済 産 業 省 

 

経済産業省関連の被害状況は、現時点で把握している限りでは以下のとおりとなります。 

 

【電気】 

●九州電力管内 

・停電   ：4月20日（水）19時10分、がけ崩れや道路の損壊等により復旧が困難な箇所

を除いて、高圧配電線への送電完了。大規模な土砂崩れにより送電が困難と

なっていた阿蘇市、高森町、南阿蘇村においては、全国から手配した電源車

の活用により通電していたところ、4月27日（水）送電線の仮復旧工事が完

了し、4月28日（木）21時36分、系統からの電力供給に切り替えを完了。 

－停電戸数 ：0戸  

       ※風雨の影響等により、今後も一時的な停電が発生する可能性がある。 
 

＜経済産業省の対応＞ 

・4 月18 日、九州電力から、熊本県全市町村及び隣接市町村における規制の小売料金及び

託送料金についての特別措置（料金の支払期日の延長、電気料金の免除等）に関する認可

申請を受け、同日、認可。 

 

【ガス】 

●西部ガス管内 

・供給停止  ：4月30日（土）13時40分、熊本市周辺の供給区域における復旧作業を完了

し、家屋倒壊その他の事情により供給再開ができない需要家を除くすべて

の需要家に対するガスの供給を再開。 

 

－供給停止戸数：0戸（4月30日（土）13時40分時点） 

 

※熊本県内で供給している、西部ガスを除く４事業者（九州ガス、山鹿都市ガス、天草ガス、

大牟田ガス）については、供給支障は発生していない。 

 

＜経済産業省の対応＞ 

・4 月18 日、西部ガスから、熊本県内の供給区域（熊本市等）における小売料金について

の特別措置（料金の支払期日の延長、ガス料金の免除等）に関する認可申請を受け、同日、

認可。 
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●簡易ガス（九州全域） 

・4月28日に、熊本県内の全ての簡易ガス供給団地（計101団地）で供給停止が解消。 

・他県は被害情報無し。 

 

●ＬＰガス（九州全域） 

（九州全域：2500事業者（うち熊本県434、大分県245）） 

・ＬＰガス輸入基地：異常なし 

・ＬＰガス充填所：熊本県内にある41箇所の充填所については、全て営業していること 

を確認済み。 

・ＬＰガス国家備蓄基地：異常なし 

・ＬＰガス一般消費者：漏えい火災等の被害情報なし 

（※なお、一般的に各家庭に軒下在庫一か月程度あり） 

・ＬＰガス販売事業者：熊本県内（434社）のうち4販売所（事務所等）が損壊 

 

【石油】 

●被災地の石油需要への対応 

（全般） 

・燃料の応援要請への対応については、4月 16 日 7 時 43 分に石油備蓄法に基づく「災害時

石油供給連携計画」を発動し、石油連盟において、共同供給オペレーションルームを運用

中。 

・4 月 19 日から、熊本県内の営業中のガソリンスタンドを資源エネルギー庁及び石油連盟

のホームページで公表。 

 

（局地的対応） 

・益城町 

-町内１２ヶ所のＳＳのうち、７ヶ所が営業中。 

・南阿蘇村 

-村内１１ヶ所のＳＳのうち、７ヶ所が営業中。 

・高森町 

-町内６ヶ所のＳＳのうち、５ヶ所が営業中。 

・電源車への燃料供給 

-4 月 28 日 21 時 36 分をもって、阿蘇地域における電源車の切り離しが終了し、電源車への

燃料供給オペレーションを終了。 

 

●ＳＳ関係 

－熊本県 

・全ＳＳ（計７９７）：現時点で９割超（７３５ヶ所）の稼動を確認 

【5月 2日 6:00 時点 ７３１ヶ所】 

 （うち中核ＳＳ（３４）：全て稼働を確認 ） 

（※「中核ＳＳ」とは、自治体・自衛隊等緊急車両用優先給油を行うＳＳ） 
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●石油コンビナート（製油所・油槽所） 

・通常稼働中 

 

【小売】 

（１）熊本県内の状況          （※5/9 6:00 時点、カッコ内は前回の数値） 

 

 

合計 

   【参考】 

4/16 17 時時

点の営業店舗比

率 
営業中 

営業店舗の

比率 
休止中 

① コンビニエ

ンスストア 

５９４ ５９０

（５９０）

99.3％

（99.3％）

４ 

（４） 
74.9％

② スーパーマ

ーケット 

５７ ５１

（５１）

89.5％

（89.5％）

６ 

（６） 
38.6％

③ 食品の取扱

いの多い小

売店 

１４３ １２７

（１２７）

88.8％

（88.8％）

１６ 

（１６） 

①コンビニエンスストア：セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート 

②スーパーマーケット：イオン、イズミ、サンリブ、西友 

③食品の取扱いの多い小売店：コスモス薬品、ドラッグイレブン、サンドラッグ、ダイレックス、ト

ライアル、ミスターマックス 

 

（２）営業再開・商品確保の状況 

 

〈総 論〉 

(1) コンビニエンスストア 

 主要各社の社長等に対し、①営業の早期再開、②駐車場等を活用した柔軟な販売の実施、

③現地店舗への十分な量の配送の確保を要請（4/16 から 4/20 まで連日）。 
 5/2 以降は、通常時と同程度の商品供給を実施。 

 

(2) ス―パーマーケット 

 5/9(6 時現在)は、89.5％の店舗が営業（5/6(6 時時点)も 89.5%）。 

 

〈個社の情報〉 

 

○株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

 4/20 までに、熊本県内の惣菜工場の 4 つのうち 3 つが操業を再開。残る 1 つは 5/9 の週

に再稼働の見込み。 

 本社から、70 人規模の要員を派遣中。 

 益城町、西原村の 5店舗で、合計 30 台の仮設トイレを設置。 

 

○株式会社ローソン 

本社からの応援人員 50 名を、ＧＷ明けまで派遣予定。 
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○株式会社ファミリーマート 

 本社から、のべ 800 人程度の要員を派遣中。 

 18 店舗で合計 47 台の仮設トイレを設置。 

 

○イオン 

 イオン熊本、イオン宇城、イオン熊本中央、マックスバリュ西熊本、マックスバリュ田

崎の５店舗で、合計 72 台の仮設トイレを設置。 

 

 

 

【物資の調達状況】 

※5/9（月）6:00 時点 

 

合   計 175 件 1,777,000 点程度

 到着済 137 件 1,669,000 点程度

進行中 38 件 108,000 点程度

4/16(土)～5/9(月) 

 

  日 要請元 物資 数量 全量到着日 

1 4/16 熊本 トイレットペーパー 20,000 16 日 

2 4/16 熊本 便袋（凝固剤含む） 20,000 17 日 

3 4/16 熊本 Ｔシャツ 1,000 17 日 

4 4/16 熊本 紙コップ 6,510 17 日 

5 4/16 熊本 簡易マット 2,000 18 日 

6 4/16 政府 トイレットペーパー 21,000 18 日 

7 4/16 政府 便袋（凝固剤含む） 170,000 18 日 

8 4/16 政府 簡易トイレ 4,000
18 日。 

残りは消防庁が提供済。 

9 4/16 熊本 ビニールシート 300 19 日 

10 4/19 政府 ガスコンロ 1,000 19 日 

11 4/19 政府 ガスボンベ 2,000 19 日 

12 4/18 政府 
簡易トイレ 50

21 日 
消耗品類 他 200

13 4/18 政府 ビニールシート 3,000 21 日 

14 4/19 政府 ボディシート 10,008 21 日 

15 4/19 政府 水無シャンプー 3,600 21 日 

16 4/20 政府 パーテーション 400 21 日 

17 4/20 政府 ビニールシート 2,500 21 日 

18 4/21 政府 介護ベッド 50 21 日 
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19 4/18 政府 

簡易トイレ 3,800

22 日 凝固剤 7,700

テント 500

20 4/19 政府 下着 200,492 22 日 

21 4/20 政府 ウェットティッシュ 12,000 22 日 

22 4/20 政府 消臭剤 182 22 日 

23 4/20 政府 懐中電灯 600 22 日 

24 4/20 政府 
単三乾電池 6,000

22 日 
単一乾電池 1,200

25 4/19 政府 簡易マット 1,150 23 日 

26 4/19 政府 ウェットティッシュ 102,240 23 日 

27 4/19 政府 歯磨きシート 2,300 23 日 

28 4/19 政府 液体歯磨・洗口液 720 23 日 

29 4/20 政府 トイレットペーパー 24,000 23 日 

30 4/20 政府 トイレクリーナー 6,000 23 日 

31 4/21 政府 パーテーション 500 23 日 

32 4/21 政府 レジャーシート等 
3,000

23 日 
60

33 4/21 政府 
段ボール製 

簡易ベッド 
1,200 24 日 

34 4/21 政府 テレビ 22 24 日 

35 4/22 政府 タブレット型端末 1,000 24 日 

36 4/19 政府 タイルカーペット 1,270 25 日 

37 4/22 政府 ブルーシート 1,800 25 日 

38 4/20 政府 ペーパータオル 44,000 26 日 

39 4/20 政府 エチケット袋 18,000 26 日 

40 4/21 政府 
便座 

（和洋アダプタ） 
400 26 日 

41 4/23 政府 
単二電池 1,000

26 日 
単三電池 1,000

42 4/26 政府 
ハンドソープ本体 79,200

26 日 
詰め替え 49,200

43 4/26 政府 カセットこんろ 504 26 日 

44 4/26 政府 カセットボンベ 2,016 26 日 

45 4/19 政府 
基礎化粧品 

（化粧水等） 
95,078 27 日 

46 4/19 政府 カーペット 1,522 27 日 

47 4/23 政府 歯磨き粉 96 27 日 

48 4/23 政府 ロープ 105 27 日 

49 4/23 政府 仮設トイレ用消臭液 720 27 日 
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50 4/23 政府 ヘルメット 150 27 日 

51 4/23 政府 歯磨きセット 600 27 日 

52 4/23 政府 シャンプー 3,120 27 日 

53 4/23 政府 リンス 3,120 27 日 

54 4/24 政府 歯磨きセット 5,040 27 日 

55 4/25 政府 使い捨て手袋 2,000 27 日 

56 4/26 政府 ビニール袋 46,900 27 日 

57 4/23 政府 
コーン 

コーンベッド 

100

100 
28 日 

58 4/23 政府 歯ブラシ 600 28 日 

59 4/23 政府 タオル 500 28 日 

60 4/23 政府 ビニール手袋 2,500 28 日 

61 4/25 政府 水タンク（大） 60 28 日 

62 4/23 政府 
間仕切り用 

段ボール 
200 29 日 

63 4/23 政府 土嚢袋 44,000 29 日 

64 4/23 政府 ボディソープ 3,006 29 日 

65 4/23 政府 レインコート 380 29 日 

66 4/23 政府 使い捨てカイロ 8,640 29 日 

67 4/24 政府 レインコート 100 29 日 

68 4/24 政府 
プラスチック 

スプーン 
5,000 29 日 

69 4/24 政府 土嚢袋 1,000 29 日 

70 4/25 政府 土嚢袋 20,000 29 日 

71 4/25 政府 水タンク（小） 300 29 日 

72 4/27 政府 便座（和洋アダプタ） 100 29 日 

73 4/27 政府 

電池 

（単一、単二、単三各

1,000） 

3,000 29 日 

74 4/27 政府 水タンク（小） 280 29 日 

75 4/23 政府 電気ポット 60 30 日 

76 4/23 政府 除菌スプレー 504 30 日 

77 4/24 政府 パーテーション 2,100 30 日 

78 4/26 政府 ヘッドライト 500 30 日 

79 4/26 政府 ペーパータオル 1,000 30 日 

80 4/26 政府 ヘルメット 625 30 日 

81 4/27 政府 
段ボール製簡易ベッ

ド 
800 30 日 

82 4/27 政府 ペーパータオル 3,000 30 日 

83 4/27 政府 
歯ブラシ 

歯磨き粉 
3,000 30 日 
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84 4/27 政府 
仮設トイレ用 

消毒液 
500 30 日 

85 4/27 政府 箱ティッシュ 3,000 30 日 

86 4/23 政府 授乳ブラジャー 160 1 日 

87 4/23 政府 ブルーシート 25,200
1 日（自治体備蓄分及び韓国

協力分を除く 8,800） 

88 4/25 政府 ブルーシート 2,000 1 日 

89 4/27 政府 紙コップ 3,000 1 日 

90 4/27 政府 割り箸 2,850 1 日 

91 4/20 政府 携帯充電器 1,800 2 日 

92 4/26 政府 レインコート 125 2 日 

93 4/26 政府 

入浴セット 

（石鹸・シャンプー・

リンスのセット） 

1,200 2 日 

94 4/27 政府 
トイレット 

ペーパー 
3,000 2 日 

95 4/27 政府 

入浴セット 

（シャンプー、リン

ス、石鹸） 

3,000 2 日 

96 4/27 政府 土嚢袋 100,000 2 日 

97 4/23 政府 長靴 331 3 日 

98 4/27 政府 レインコート 3,000 3 日 

99 4/23 政府 ビニール袋 33,300 4 日 

100 4/23 政府 ラップ 240 4 日 

101 4/23 政府 紙コップ 4,500 4 日 

102 4/23 政府 紙皿 11,400 4 日 

103 4/23 政府 ガムテープ 100 4 日 

104 4/23 政府 雑巾 400 4 日 

105 4/23 政府 ちりとり 120 4 日 

106 4/23 政府 身体用消臭剤 120 4 日 

107 4/23 政府 耳栓 1,000 4 日 

108 4/24 政府 生理用品 108 4 日 

109 4/24 政府 紙皿 2,160 4 日 

110 4/24 政府 塩素系漂白剤 20 4 日 

111 4/24 政府 台所用漂白剤 204 4 日 

112 4/24 政府 紙コップ 4,500 4 日 

113 4/24 政府 布テープ 30 4 日 

114 4/24 政府 箱ティッシュ 60 4 日 

115 4/24 政府 
トイレット 

ペーパー 
1,440 4 日 

116 4/24 政府 ペーパータオル 20,400 4 日 
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117 4/27 政府 紙皿 196,800 4 日 

118 5/2 政府 衣類用洗剤 306 4 日 

119 5/2 政府 
住居用 

紙製ワイパー 
48 4 日 

120 5/2 政府 

住居用 

紙製ワイパー 

交換シート 

400 4 日 

121 5/2 政府 粘着クリーナー 48 4 日 

122 5/2 政府 
粘着クリーナー 

交換シート 
360 4 日 

123 5/2 政府 トイレブラシ 120 4 日 

124 5/2 政府 ランタン 40 4 日 

125 4/23 政府 割り箸 68,000 5 日 

126 4/23 政府 消臭スプレー 654 5 日 

127 5/2 政府 ペーパータオル 230 6 日 

128 4/27 政府 消臭剤 506 7 日 

129 5/2 政府 
ビニール袋 

（45L・黒） 
20,000 7 日 

130 5/2 政府 
ビニール袋 

（45L・透明） 
20,000 7 日 

131 5/2 政府 ガムテープ 100 7 日 

132 5/2 政府 リンス 100 7 日 

133 5/2 政府 カミソリ 200 7 日 

134 5/2 政府 殺虫剤 400 7 日 

135 5/3 政府 
間仕切り用 

段ボール 
30 7 日 

136 5/3 政府 置き型噴霧式防虫剤 20 7 日 

137 4/23 政府 下着（上・下） 30,839 8 日 

 

●進行中の案件 

  日 要請元 物資 数量 状況 

1 4/20 政府 仮設トイレ 500

26 日までに 360 到着済。 

残り 140 は、現対本部と送付

先調整中。 

2 4/21 政府 たたみ 調整中

内閣府と調整中。 

別途、業界団体が 1,700 を提

供済。 

3 4/23 政府 マットレス 3,560
6 日までに 3,450 到着済。残り

は 10 日以降発送予定。 
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4 4/23 政府 
カーテン 

カーテンレール 
30 8 日発送・到着予定。 

5 4/23 政府 
住居用 

紙製ワイパー 
100 8 日発送・到着予定。 

6 4/23 政府 モップ 100 8 日発送・到着予定。 

7 4/23 政府 バケツ 100 8 日発送・到着予定。 

8 4/23 政府 ほうき 120 8 日発送・到着予定。 

9 4/23 政府 軍手 1,080 8 日発送・到着予定。 

10 4/24 政府 ラバーカップ 20 8 日発送・到着予定。 

11 4/27 政府 ブルーシート 30,000
2,460 は 30 日に到着済。 

残りは手配中。 

12 4/28 政府 ベビー用品 5,812 6 日までに発送済み 

13 5/2 政府 
仮設トイレ用 

消臭液 
2,500 6 日発送、8日到着予定。 

14 5/3 政府 
トイレ掃除用 

洗浄剤 
150 10 日発送予定 

15 5/3 政府 懐中電灯 182 10 日発送予定 

16 5/3 政府 プラスプーン 500 10 日発送予定 

17 5/3 政府 
ビニール袋（90L・

透明） 
20 10 日発送予定 

18 5/3 政府 PP ロープ 50 10 日発送予定 

19 5/3 政府 養生テープ 200 10 日発送予定 

20 5/3 政府 紙皿 10,000 10 日発送予定 

21 5/3 政府 アレンジケース 50
33 は 7 日以降発送予定。 

残りは手配中。 

22 5/3 政府 
段ボール製簡易ベ

ッド 
1,000 確保済み 

23 5/4 政府 ヘルメット 50 確保済み。内閣府と調整中。

24 5/4 政府 強化ゴム手袋 200 10 日発送予定 

25 5/4 政府 電気ポット 10 10 日発送予定 

26 5/4 政府 電源ドラム 30 10 日発送予定 

27 5/4 政府 電気式蚊取り線香 100 10 日発送予定 

28 5/4 政府 冷蔵庫 10 現地で再検討中 

29 5/4 政府 洗濯機 13 現地で再検討中 

30 5/4 政府 電子レンジ 10 現地で再検討中 

31 5/4 政府 炊飯器 10 現地で再検討中 

32 5/4 政府 大型扇風機 43 現地で再検討中 

33 5/5 政府 割り箸 51,000 確保済み 

34 5/5 政府 パーテーション 40 現地で再検討中 
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35 5/5 政府 大型扇風機 33 現地で再検討中 

36 5/5 政府 洗濯機 2 現地で再検討中 

37 5/5 政府 扇風機 10 現地で再検討中 

38 5/5 政府 電子レンジ 11 現地で再検討中 

 

【サプライチェーン（自動車）】 

＜トヨタ自動車＞ 

○トヨタ自動車九州（福岡県宮若市等／完成車及び部品工場）は、地震の影響を受け、4/15

（金）及び 4/16（土）の稼働を停止。 

○4/17（日）、トヨタ自動車九州のみならず、4/18（月）から段階的に国内の完成車組立て

ラインの過半の稼働を停止することを発表。 

○4/20（水）、一部の工場を除き、4/25（月）以降段階的に国内の完成車組立てラインを稼

動する旨発表。 

○4/27（水）、5/6（金）から 5/14（土）の間、全ての完成車組立てラインを稼働させる旨

発表。 

○5/6（金）から全ての完成車組立てラインの稼働を再開。 

○今後も部品の供給状況等を継続的に確認しながら稼働を判断。 

 

＜ダイハツ工業＞ 

○ダイハツ九州中津工場（完成車）及び久留米工場（エンジン）は、4/16（土）に地震によ

り稼働を停止。 

○その後の確認により、工場自体には地震の影響は無かったものの、サプライヤーからの部

品の供給状況を踏まえ、4/18（月）から 4/22（金）まで稼働停止を決定(4/17)。 

○4/22（金）、4/25（月）～28 日（木）の間、稼働する旨発表。 

○4/27（水）、5/9（月）～5/13（金）の間、稼働する旨発表。 

○5/16（月）以降の稼動については、今後、部品の供給状況等を見ながら判断。 

 

＜本田技研工業＞ 

○本田技研工業熊本製作所（熊本県大津町（おおづまち）／二輪車完成車工場）は、4/14

（木）夜から地震により稼働を停止。 

○工場建屋内の被害状況や、被災した部品メーカーからの部品の供給状況などを踏まえ、

4/28（木）まで稼動を停止していたが、5/6（金）より一部稼働を再開。今後、状況に応

じ段階的に生産を再開し、8月中旬の完全復旧を見込む。 

 

＜アイシン九州＞ 

○自動車のドア部品やエンジン部品を製造するアイシン九州（熊本市）は、地震により 4/15

（金）より稼働を停止。 

○生産ラインの確認作業を継続中であり、現時点で稼動の見通しは立っていないことから、

親会社のアイシン精機は、代替供給（金型を愛知県に運んで愛知で生産、海外から調達な

ど）による対応を開始。 
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＜ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング＞ 

○車載用半導体を製造する川尻工場（熊本市南区）が 15 日（金）から稼働停止。22 日(金)

から一部工程において生産再開。 

 

＜三菱電機パワーデバイス製作所＞ 

○自動車用パワー半導体等を製造する熊本工場（合志市（こうしし））が 14 日（木）夜から

稼働停止。５月９日(月)の一部生産再開を目指して活動を展開。 

 

【中小企業等】 

○平成２８年熊本県熊本地方の地震に係る災害に関して熊本県内全域に災害救助法が適

用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策として、①特別相談窓口の設

置、②災害復旧貸付の実施、③セーフティネット保証４号（中小企業信用保険法第2条

第5項第4号）の実施の決定、④既往債務の返済条件緩和等の対応、⑤小規模企業共済災

害時貸付の適用の措置を講じた。 

また、窓口における親身な対応や資金の円滑な融通等を要請する通知文書を、中小企

業庁及び財務省の連名で、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫に対して、中小企業

庁名で全国信用保証協会連合会に対して発出。（4月15日） 

５月８日時点での相談窓口への相談件数は、３，４１２件（5月8日） 

 

○大分県の日本政策金融公庫の支店、商工中金の支店、大分県信用保証協会、大分県の各

商工会議所、大分県商工会連合会、大分県中小企業団体中央会の相談窓口体制を整備。 

 商店街については、全国商店街振興組合連合会に整備。（4月18日） 

  ５月８日時点での相談窓口への相談件数は、２５３件（5月8日） 

 

○下請法上の留意点（Ｑ＆Ａ）について、製造局等において所管団体へ周知を実施 

（4月15日）経済産業大臣名（他省庁所管業界は主務大臣との連名）でも、業界団体代表

者（863団体）に対して要請。（4月25日） 

 

○下請取引対策として、全国48か所の「下請かけこみ寺」に「特別相談窓口」を設置 

（4月18日）。 

 

○中小企業・小規模事業者の状況を直接把握し、その対応策を政府一丸となって進めるた

め、林経済産業大臣を本部長、鈴木経済産業副大臣を副本部長とする「総合中小企業対

策本部」を設置。 

 

・中小企業庁次長及び担当課長他２名を現地に向けて派遣。（4月18日） 

 

 ・19日（火）は、熊本県庁に訪問した後、健軍商店街、熊本総合鉄工団地、熊本商工会

議所、熊本県商店街振興組合連合会、商工中金熊本支店を視察。20日（水）は熊本県

よろず支援拠点、託麻商工会、熊本県信用保証協会、日本政策金融公庫熊本支店、熊

本県商工会連合会、熊本県中小企業団体中央会を視察。 
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 ・視察と同時に、被災地域で利用可能な中小企業者向けの支援策をまとめたハンドブッ

クを現地で配布（4月19日～）。20日夜、他省庁施策も含めた第二版を発行し、支援機

関・関係団体等を通じて被災地域に配布。25日、激甚指定を踏まえた施策を追加した

第三版を発行。 

・中小企業関係機関と、中小企業の被災状況や、被災中小企業救済に係る取組状況、今

後取り組むべき施策の在り方等について情報共有と意見交換を行うため、林大臣、鈴

木副大臣ご出席の下、「熊本地方地震災害総合中小企業対策本部協議会」を開催。（4

月25日） 

 

○小規模企業共済災害時貸付について、貸付金利の無利子化、貸付限度額の引上げ、償還

期間の延長及び据置期間の設定等、危急の事業資金の確保のための支援を拡充。（4月20

日） 

 

○（独）中小企業基盤整備機構において、被災中小企業・小規模事業者の経営課題の解決

に向けた支援を行うための現地拠点として、「中小企業復興支援センター熊本」をくま

もと大学連携インキュベータ内に開設。各種支援策や経営に関する相談に無料で応じる。

（4月21日） 

 

○中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書（①非上場株式等についての相続

税・贈与税の納税猶予の前提となる認定申請、②同認定に係る年次報告、随時報告、臨

時報告、合併報告、株式交換等報告、③同認定に係る贈与者が死亡した場合の確認申請）

について、提出期限内に提出できない事業者に対する期限の延長を措置（4月21日） 

 

○公募中であった、小規模事業者持続化補助金、地域創業促進支援事業、地域・まちなか

商業活性化支援事業、中小企業活路開拓調査・実現化事業について、災害救助法適用地

域の事業者に対し、公募期間を延長。（4月22日） 

 

 

○商工会、商工会議所、中小企業等協同組合、商店街振興組合に対し、法律で義務付けら

れている総会または総代会の開催について、熊本地震の影響により定款に定める期間内

に通常総（代）会を開催することができない場合でも柔軟に対応する旨通知。（4月22日） 

 

○災害救助法適用地域の事業者には対しては被災状況に応じてきめ細かく弾力的・迅速な

対応に努めるよう、共済事業を行う事業協同組合及び協同組合連合会に要請。（4月22日） 

 

○熊本県よろず支援拠点において、専門家による被災中小企業・小規模事業者の事業回復

に向けた特別相談対応（当分の間、土日祝日も受付）を開始。（4月22日） 

 

○今般の地震が「激甚災害法」に基づく激甚災害に指定されたことを踏まえ、被災中小企

業等に対し、①政府系金融機関による災害復旧貸付の金利引下げ、②一般保証とは別枠

の災害関係保証の適用といった特例を措置。（4月25日） 
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○今般の災害により影響を受けた中小企業に対して、返済猶予への柔軟な対応、提出書類

の簡素化、契約手続の迅速化等、更なる負担軽減措置を実施。（4月25日） 

 

○（株）全国商店街支援センターが抱える専門家のうち、九州に拠点を置いている20名程

度を、九州地域の商店街に順次派遣し、被災商店街・周辺商店街に対するよろず相談に

対応。また専門家の派遣要請にも対応。（4月25日） 

 

○被災地の中小企業等からのリースの支払猶予や契約期間延長の申込みがあった場合の

支払条件変更等の対応について要請する通知文書を、リース事業協会及び日本自動車リ

ース協会連合会に対して発出。（4月25日） 

 

○大分県からの要請を受け、セーフティネット保証４号の対象地域として、既に指定して

いる熊本県全域に加え、観光業等に影響が大きい大分県全域を追加（4月26日）。（今後、

他の九州各県への影響も聞いた上で更なる対策の必要性を検討。） 

 

○被災地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需における一層の受注機会の増大を図

るため、各府省や都道府県等に対して配慮を要請。（4月27日） 

 

○27日付で公募を開始した補助金（海外事業再編戦略推進支援事業、海外ビジネス戦略推

進支援事業、ふるさと名物応援事業補助金(地域産業資源活用事業・小売業者等連携支

援事業)の２次公募、ふるさと名物応援事業補助金(低未利用資源活用等農商工等連携支

援事業)の２次公募、ふるさと名物応援事業補助金（JAPANブランド育成支援事業））に

ついて、災害救助法適用地域の事業者に対し、公募期間を延長。（4月27日） 

 

○小規模事業者経営改善資金(マル経)融資について、商工会、商工会議所の経営指導員が

濃密な指導を行うこと等により経営指導期間にかかわらず融資の推薦を行うことなど

を実施団体（全国商工会連合会商工会、日本商工会議所）に要請。(4月28日) 

 

 

○鈴木副大臣は、別府市及び由布市を訪問し、被害状況を確認するとともに、大分県知事、

別府市長、由布市長、観光関係者、中小企業・小規模事業者と意見交換を行った。(5月

1日) 

 

○鹿児島県からの要請を受け、セーフティネット保証４号の対象地域として、既に指定し

ている熊本県及び大分県全域に加えて、鹿児島県全域を追加。（5月6日） 

 

○林大臣は、熊本県を訪問し、熊本県知事や現地中小企業支援機関と意見交換を行うとと

もに、商店街や中小企業の被害状況を確認した。(5月7日) 

 

○熊本県が開始した「ワンストップ特別相談会」に、（独）中小企業基盤整備機構の専門

家を派遣し相談に応じることや、被災された中小企業に寄り添った巡回・訪問相談を行

うこととした。（5月7日） 

 



取扱注意 
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○特許庁は、地震の影響に伴う特許出願等に係る救済手続等をＨＰで周知するとともに、

専用の「手続電話相談窓口」（TEL03-3581-1101:内線5000,5100,5200）を開設（4月27日

18時時点で相談件数18件）。各国・地域の知財庁に対しては、外国出願等の所定の手続

や連絡ができなかった日本出願人及び代理人に対する救済措置を要請中（4月21日時点

で131庁・機関に要請済み）。ＨＰにおいて、各国における救済措置についての情報を提

供（4月21日掲載済み）。（独）ＩＮＰＩＴの熊本県知財総合支援窓口（※）のサービス

業務を再開（4月26日）。それに伴い「臨時知財総合支援窓口」（TEL03-3581-3446）での

電話による相談を終了（4月25日）。

※受託先は熊本県工業連合会で、施設は熊本県産業技術センターに入居。

〇輸出入に係る許可書等を紛失した者や、当該許可書等の有効期限延長手続きを行えない

者に対し、交付手続きの弾力的運用（許可書の再発行等）を行う。（4月20日午後に当省

貿易管理HPで通知） 

※現時点では、許可書等の紛失についての連絡・相談は寄せられていない。 

【その他】 

○防災連絡会議を設置（4月14日）

○防災連絡会議を開催（4月15日）

○緊急災害対策本部を設置（4月16日）

○熊本県への派遣：経済産業省（本省、九州経済産業局）から熊本県へ29名を派遣（5月9

日6:00）
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健軍商店街 

(株)熊防メタル 

林大臣 熊本県出張報告

平成 28 年 5 月 9 日 

経 済 産 業 省 

１．日程及び訪問先 

○平成 28 年 5 月 7 日

○熊本県庁、健軍商店街、 (株)熊防メタル

２．訪問概要（5月 7日） 

（１）県庁 

＜蒲島熊本県知事との面談＞ 

○蒲島熊本県知事、村田副知事から、地域産業の早期復旧と事業継続のため、甚大な被

害を受けた事業者の復旧再生に対する支援措置や観光シーズンとなる夏場に向けて

即効性のある取り組みなど、総合的な支援について要望があった。これを受け、頂い

たご要望を含め、できることはすべて行う旨の回答をし、まずは、熊本県が開始した

「ワンストップ特別相談会」に中小機構の専門家を派遣し相談に応じることや、被災

された中小企業に寄り添った巡回・訪問相談を行うことを発表した。

＜中小企業支援機関との面談＞ 

○中小企業の被災状況、及び、現地中小企業支援機関の取組状況を確認した。

○要望・ご意見含め、すべての復旧・復興の対応策を俎上に乗せて検討していきたい旨

を回答した。また、現地に派遣している経済産業省の職員と連携し、相談や情報収集、

そして対策の企画と執行に全力で取り組んでいただきたいと要請を行った。

（２）健軍商店街 

○スーパーマーケットが倒壊した現場を確認した。

また、店舗の外で力強く営業を再開している商店

の激励を行ってきた。

○既に、商店街からは賑わいを取り戻すための支援

の要望が届いており、どのような支援が可能か検

討すると回答した。

（３）（株）熊防メタル 

○今般の地震による、被害状況を確認した。

○事業再生のために必要な設備・施設に対する支援

について、支援について検討したい旨、申し上げ

た。
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熊本県熊本地方を震源とする地震への対応について 

消費者庁 

平成 28 年 5月 9日 

１．注意喚起 

①「自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください」を発出（4月 15 日）

[国民生活センター] 

○過去の地震災害時に寄せられた相談事例

○消費者へのアドバイス

・修理工事等の契約は慎重に。複数の業者から見積もりを取ったり周囲に相

談したりして、すぐには決めないこと 

・被災者への親切心につけこむような怪しい話には乗らないこと 

（義捐金は、たしかな団体を通して送るようにしてください） 

・トラブルにあったとき、不安なときは消費生活センターへ相談を 

（消費者ホットライン１８８） 

②「過去の震災時に寄せられた震災に関係する主な相談例とアドバイ

ス」を公表（４月 18 日）[消費者庁]

○生活再建に当たって発生し得る、不動産賃貸、工事・建築等のトラブル

③「震災に関する義援金（ぎえんきん）詐欺に御注意ください」を公

表（４月 20日）[消費者庁]

○過去の震災時に寄せられた、義援金詐欺と疑われる事例

○消費者へのアドバイス

・公的機関が各家庭に電話で義援金を求めることはない。当該機関に確認を 

・納得した上で義援金の寄付を 

④「平成 28 年熊本地震に便乗した不審な電話や訪問にご注意くださ

い！」を発出（４月 21日）[国民生活センター]

○寄せられた相談事例

・ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった 

・寄付金を求める不審な訪問があった 
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２．契約等に関する相談体制の確保 

 

 ①消費者ホットライン（3桁の共通電話番号 １８８
い や や

番）における対応 

   契約、悪質商法等に関するトラブル等で困っている場合の相談を広く受付 

  ・県・市町村が設置している消費生活センター、消費生活相談窓口に案内 

    熊本県内において、11 の消費生活センター等（八代市、宇土市、宇城市、阿

蘇市、大津町、菊陽町、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、高森町）につい

て、消費者ホットラインの接続先を熊本県消費生活センターに変更（益城町は

４月 15 日、その他は 4月 22 日までに対応済）。 

   ※ 熊本県内 45 市町村のうち、５市町（宇土市、大津町、御船町、嘉島町、

益城町）において相談対応が十分に機能していないため、県及び国民生活セ

ンターに電話をつなぎ支援（５月９日時点） 

  ・土日祝日は、（独）国民生活センターに電話をつなぎ、相談対応 

 

 ②「熊本地震消費者トラブル 110 番（0120-7934
なくそうよ

-48
心配

）」を設置（４月

28日より相談受付開始）[国民生活センター] 

  ○震災に関連した消費者トラブルを対象に相談を受け付けるためのフリーダイ

ヤル（通話料無料）を設置 

    ・開設時間：毎日１０時～１６時（土日祝日含む） 

    ・対象地域：九州地方（沖縄県を除く） 

  ○熊本地震の被災地域及び被災者の負担軽減、被災地のニーズ把握を図る。 

  ○相談例 

    ・住んでいるアパートが地震で壊れたが、このまま家賃を払わなければいけ

ないのか。 

    ・地震で壊れた屋根の修理工事を「火災保険の保険金で行う」と業者に言わ

れたが、信用して良いか。 

 

   （参考）110 番件数 

 熊本地震消費者トラブル

110 番 

４月２８日 53 件 

  ２９日 40 件 

  ３０日 30 件 

５月 １日 23 件 

   ２日 29 件 

   ３日 29 件 

   ４日 25 件 
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   ５日 23 件 

   ６日 36 件 

   ７日 25 件 

   ８日 21 件 

計 334 件 

 

 ③消費生活相談データベースへの早期登録（４月 20 日）[消費者庁、

国民生活センター] 

  ○全国の自治体に 

   ・「平成 28 年熊本地震」に便乗した悪質な商法や義捐金詐欺 

   ・その他「平成 28 年熊本地震」に関連して事業者との間で発生している契約

トラブルなどの相談 

   について、ＰＩＯ－ＮＥＴへの早期登録を依頼。 

    ※ＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワークシステム）：消費者から消費生活センター

に寄せられる消費生活に関する苦情相談情報を収集するシステム 

  ⇒「指定ワード（熊本地震関連）」の設定により、「平成 28 年熊本地震」に関す

る消費生活相談情報を各府省が直接検索可能。 

  ○相談件数：３１４件 

    ※2016 年 4 月 14 日以降受付、5月 8 日までの登録分（指定ワードに「熊本地震関連」が登録

された相談を検索） 
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３．食品表示制度の弾力的運用 

 

 ・「平成 28 年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運

用について」通知・公表（４月 20日、22 日） 

   飲料水及び肉じゃがや介護食等をレトルトに詰めた簡便な調理で飲食可能な

食品などが支援物資として多数支給されることを想定。 

  ⇒食品の円滑な供給を図るため、被災地で譲渡及び販売される食品について、ア

レルギー表示及び消費期限を除き、義務表示事項の全てが表示されていなくと

も、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととした。 

  ①アレルギー表示等の取扱いについて 

   ・食品アレルギー表示については、アレルギー疾患を有する被災者の方々の健

康被害を防止するため、 

   ・消費期限については、食中毒による健康被害の発生を防止するため、 

   従来どおり取締りの対象とする取扱いをする旨を農林水産省及び厚生労働省

との連名で関係自治体に通知するとともに、公表を行った。（４月 22 日） 

  ②チラシ「食品を支給・販売する場合の表示に気をつけてください！！」を作成

し避難所・小売店舗等に配布。（４月 22 日） 

   ○表示のない食品を提供する場合の注意点 

    ・アレルゲン物質を含むかどうか不明な場合は、アレルギー疾病を有する被

災者に渡さない。 

    ・期限表示が不明な場合は、長期保存をさけ、早めに食べるようにする。 
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ボランティアの活動状況について 

 一般の個人ボランティアを受け入れて、被災者の支援活動を行うボランティアセンター。 

 被災地の各市町村社会福祉協議会（以下社協）が、行政や県社協、全社協などと連携して開設・運営。 

【各ボランティアセンターの状況】                  ※５月７日の参加実績（集計は厚生労働省） 

 
No. 市町村名

開設

日 
主な活動内容 

参加実績 

（単位：人） No. 市町村名
開設

日 
主な活動内容 

参加実績 

（単位：人） 

 5/7 累計 5/7 累計 

熊
本
県 

1 菊池市 4/19 家屋の片付け 20 636 9 合志市 4/22 要配慮者の生活復旧 24 662 

2 宇土市 4/19 
避難所運営サポート、支援物資仕分け

など 
40 2,149 10 菊陽町 4/22

避難所の運営サポート、支援物資

の仕分け、被災家屋の片付けなど 
0 1,449 

3 宇城市 4/19 
避難所運営サポート、支援物資の仕分

け、在宅の要配慮者の生活復旧など 
118 2,186 11 美里町 4/22   0 182 

4 
南阿蘇

村 
4/20 

避難所運営サポート、支援物資の運搬

など 
206 2,321 12 西原村 4/24

家屋の片付け、子どもの遊び相手な

ど 
273 2,604 

5 山都町 4/21   9 163 13 甲佐町 4/25 家屋の片付けなど 43 451 

6 益城町 4/21 
避難所運営サポート、支援物資の運搬

など 
369 8,129 14 阿蘇市 4/26

5/3 で災害ボランティアセンターを

閉鎖 
0 718 

7 熊本市 4/22 
ボランティア依頼のポスティング作業お

よびセンターの運営支援 
742

13,72

4 
15 嘉島町 4/26   46 638 

8 大津町 4/22 避難所の運営支援、清掃活動など 43 1,332 16 御船町 
準備

中 
支援物資の仕分けと運搬など 54 811 

大
分
県 

1 由布市 4/20 
4/26 で災害ボランティアセンターを閉

鎖 
0 204 2 竹田町 

準備

中 
  － － 

             

       当日参加者人数 1,987 人 

       累計参加者人数 38,359 人 

 

 

 

１.ボランティアの活動状況 ～社会福祉協議会が運営するボランティアセンターについて～ 内閣府 
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○内閣府は、ボランティアによる円滑な被災者支援が行われるよう、行政、社会福祉協議会、JVOAD 準備会やボラン

ティア団体の連携・協働を図っている。政府現地対策要員、熊本県関係課、県社協の連携による円滑な被災者支援

のため、定期的に会議を行うことが決定した（毎週月曜日、木曜日 10 時 30 分～）。 

・熊本県域で活動し、情報共有会議「熊本地震・支援団体火の国会議（以下、「火の国会議」）」に参加する NPO/NGO、

民間企業、大学等（以下、NPO 等） 174 団体（活動のための現地調査中の団体含む） 

・避難所の運営支援や環境改善を行う NPO 等が増えている。「火の国会議」において、一部の地域において避難所運営

の担当 NPO 等が決定した。多くの NPO 等が現地調査を終え、具体的な支援活動を開始し、支援が多様化しつつある。 

 ○主なボランティア団体の取組状況 

・活動事例：熊本グランメッセにて被災者支援を行うＮＰＯが、避難生活者が少しの間だけでもリラックスできるよ

う、屋外に机と椅子を設置し、絵本や雑誌、遊具を集めて木陰でくつろげる「青空文庫」を開始。ゆっくりお茶や

コーヒーを飲みながら会話や情報交換ができる場となっており、車中泊の方々の利用が増えてきている(熊本県益

城町)。 

・その他、主な団体の取組状況 

上記 174 団体により、調査・アセスメント、医療・レスキュー、避難

所（在宅避難所を含む）の生活環境の改善、物資配布・輸送、炊き出

し・食事の提供、瓦礫撤去や家屋の清掃、子どもや子育て世代への支

援、ボランティア派遣・ボランティアセンター支援、団体間コーディ

ネート、障がい者や高齢者などの要援護者支援、資金助成、外国人な

どのマイノリティ支援の活動が行われている（JVOAD の分類による）。 

 

２．専門的なノウハウなどを有する NPO/NGO の活動について 

木陰で憩える青空文庫 出典：特定非営利活動法人シャプ

ラニール＝市民による海外協力の会 
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【これは速報であり、数値等は今後も変わることがある】 

熊本県熊本地方を震源とする地震について 

平成 28 年 5 月 9 日( 1 0 : 3 0 )現在 

非 常 災 害 対 策 本 部 

 

１．地震の概要 

（１）発生日時  平成28年4月16日 1:25（本震） 

（２）震源及び規模（暫定値） 

熊本県熊本地方（北緯32度45.2分、東経130度45.7分）、深さ12km、マグニチュード7.3 

（３）震度（気象庁 5月9日9:00） 

【14日21:26以降に発生した震度6弱以上の地震】 

14日 21:26 震度７  熊本県熊本 

14日 22:07 震度６弱 熊本県熊本 

15日  0:03 震度６強 熊本県熊本 

16日  1:25 震度７  熊本県熊本 

  16日  1:45 震度６弱 熊本県熊本 

  16日   3:55 震度６強 熊本県阿蘇 

   16日  9:48 震度６弱 熊本県熊本 

 【震度4以上の地震の発生推移】 

 14日 21時～24時 12回 

 15日   0時～24時 12回 

 16日  0時～24時  45回 

 17日  0時～24時 11回 

 18日  0時～24時   5回 

 19日  0時～24時  4回 

  20日  0時～24時  1回 

21日  0時～24時  2回 

22日  0時～24時  1回 

23日  0時～24時  0回 

24日  0時～24時  0回 

25日   0時～24時  1回 

26日   0時～24時  0回 

27日   0時～24時  0回 

28日  0時～24時  3回 

29日  0時～24時  1回 

30日  0時～24時  0回 

    5月1日  0時～24時  0回 

2日   0時～24時  0回 
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3日   0時～24時  0回 

4日   0時～24時  3回 

5日   0時～24時  3回 

6日   0時～24時  0回 

7日   0時～24時  0回 

8日   0時～24時  0回 

9日   0時～ 3時  0回 

   3時～ 6時  0回 

      6時～ 9時  0回 

       

※ 5月9日9時現在、震度１以上を観測する地震が1,347回発生。 

 

２．九州北部地方の気象状況 

 【九州北部地方の今後の見通し】（気象庁 5月 9日 9:00） 

●熊本県・大分県では、今日９日は、前線の影響により雨となっている。 

●明日１０日は、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、局地的に雷を伴

った激しい雨が降り、大雨となるおそれ。明日１０日６時から明後日１１日６時までの２４時

間雨量は多いところで１００ミリから１５０ミリの見込み。 

●地震により地盤が緩んでいる地域では土砂災害に警戒。落雷や突風にも注意。 

３．政府の対応 

 （4月 14日） 

21:31 官邸対策室設置、緊急参集チーム招集 

21:36 総理指示発出 

21:55 緊急参集チーム協議 

22:10 非常災害対策本部設置 

22:13 官房長官会見 

23:21 第 1回非常災害対策本部会議 

23:25 内閣府情報先遣チーム出発 

23:55 官房長官会見 

（15日） 

5:59 緊急参集チーム協議 

7:40 官房長官会見 

8:08 第２回非常災害対策本部会議 

10:06 官房長官会見 

10:40 非常災害現地対策本部設置 

13:00 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

16:07 第３回非常災害対策本部会議 

16:49 官房長官会見 

17:00 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（16日） 
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 2:38 総理指示発出  

   2:38 緊急参集チーム協議 

   3:28 官房長官会見 

    5:10 第４回非常災害対策本部会議 

    5:52 官房長官会見 

   10:00 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

   11:30 第５回非常災害対策本部会議 

   12:13 官房長官会見 

16:00 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

   18:34 第６回非常災害対策本部会議 

   19:28 官房長官会見 

（17日） 

  10:58 緊急参集チーム協議 

11:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

11:37 第７回非常災害対策本部会議 

12:34 官房長官会見 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

17:00 被災者生活支援チーム会合 

  17:59 緊急参集チーム協議 

18:33 第８回非常災害対策本部会議 

   19:19 官房長官会見 

  （18日） 

   11:24 官房長官会見 

   11:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

   15:59 緊急参集チーム協議 

   16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

   16:34 第９回非常災害対策本部会議 

   17:43 官房長官会見 

  （19日） 

   10:12 官房長官会見 

   11:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

   16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

   16:59 第10回非常災害対策本部会議 

   17:54 官房長官会見     

  （20日） 

   11:23 官房長官会見 

15:34 第11回非常災害対策本部会議 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

16:38 官房長官会見 

（21日） 

  11:25 官房長官会見 
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   15:04 第12回非常災害対策本部会議 

   16:19 官房長官会見 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（22日） 

10:11 萩生田官房副長官会見 

16:05 第13回非常災害対策本部会議 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

16:53 官房長官会見 

（23日）  総理による熊本地震に係る被災状況視察 

13:00 第14回非常災害対策本部会議 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

 （24日） 

   09:35 第15回非常災害対策本部会議 

   16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

 （25日） 

11:11 官房長官会見 

16:11 第 16回非常災害対策本部会議 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

17:08 官房長官会見 

（26日） 

  10:10 官房長官会見 

  14:08 第 17回非常災害対策本部会議 

  16:19 官房長官会見 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（27日） 

  11:25 萩生田官房副長官会見 

  11:37 第 18回非常災害対策本部会議 

  16:27 官房長官会見 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（28日） 

10:10 官房長官会見 

16:00 官房長官会見 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

18:00 第 19回非常災害対策本部会議 

（29日） 

総理による熊本地震に係る被災状況視察 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（30日） 

11:05 第 20回非常災害対策本部会議 

16:20 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（5月 1日） 
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16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（2日） 

15:00 第 21回非常災害対策本部会議 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（4日） 

11:27 第 22回非常災害対策本部会議 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（6日） 

11:30 第 23回非常災害対策本部会議 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議 

（9日） 

13:40 第 24回非常災害対策本部会議（予定） 

16:30 政府現地対策本部・熊本県災害対策本部合同会議（予定） 

 

４．被害等状況（未確認情報を含む） 

（１）人的被害（4月 14日からの累計）（消防庁5月 9日 10:00） 

                      （人） 

場 所 死亡 重傷 軽傷 

福岡県 0 1 17 

佐賀県 0 4 9 

熊本県 49 341 1,249 

大分県 0 4 22 

宮崎県 0 3 5 

合計 49 353 1,302 

※このほか、震災後における災害による負傷の悪化又は身体的負担による疾病により 

死亡したと思われる死者数（正式には市町村に設置される審査会を経て決定）18人（熊本県） 

※このほか、程度分類未確定な負傷者が58人（熊本県） 

 

【南阿蘇村立野地区阿蘇大橋周辺での活動状況】（警察庁 5月 9日 10:30、消防庁 5月

9日 10:00、防衛省5月 9日 0:00、国交省5月 9日 7:00） 

警察、消防、自衛隊：熊本県が5月 1日に行方不明者捜索の一旦終了を決定 

国土交通省：無人重機8台等により作業中 

 



 6 / 14 

 

（２）建物被害（消防庁5月 9日 10:00） 

都道府県名 住宅被害 非住家被害 火災 

全壊 半壊 一部 

破損 

公共 

建物 

その他 

 棟 棟 棟 棟 棟 件 

山口県  3  

福岡県  1 230 1  

佐賀県   

長崎県  1  

熊本県 2,618 3,964 24,929 219 393 16 

大分県  3 1,021 1  

宮崎県  2 20  

合 計 2,618 3,970 26,204 219 395 16 

※上記住家被害のほか、被害分類未確定な住家被害が、36,127棟 

 

（３）道路その他被害・復旧状況 

● 道路（国土交通省5月 9日 7:00） 

〔高速自動車道〕 

（1路線） 

○ 大分自動車道 

【通行止め】 

・ 湯布院IC～日出JCT 

※ 橋梁高所橋部の損傷等の応急復旧の工事が順調に進めば、ゴールデンウィー

ク明けに一般開放予定。 

〔国道〕 

○ 直轄国道 

【通行止め】1区間 

・ 国道57号阿蘇大橋地区：斜面崩壊 

○ 補助国道 

【通行止め】6区間 

※ 国道325号阿蘇大橋崩壊 

〔県道〕 

・ 県道通行止め：28区間 

※ 熊本県道28号線（熊本高森線）俵山トンネル：覆工コンクリート崩落 

● 鉄道（国土交通省5月 9日 7:00） 

 〔新幹線〕 

    【休止路線】なし 

     ※ 27日午後より全線で運転再開 

     〔在来線〕運転休止：２事業者２路線 

【休止路線】 

・ JR 九州：１路線 豊肥線（肥後大津～豊後荻） 

※バスによる代行輸送 
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 肥後大津～宮地駅間：5月 9日から当分の間実施（平日朝夕のみ） 

 宮地駅～豊後荻駅間：4月 28日から当分の間実施 

・ 南阿蘇鉄道：１路線 高森線（全線）         

※緊急通学バスの運行 

 南阿蘇村と高森町が合同で、5月 9日から1学期間を目途に実施 

  ● 空港（国土交通省5月 9日 7:00） 

・ 通常運用（大分、福岡、北九州、佐賀、長崎） 

・ 熊本空港：旅客便は通常の約8割運航中 

● 河川（国土交通省5月 9日 7:00） 

・ 被害箇所：直轄172箇所、補助322箇所 

● 港湾（国土交通省5月 9日 7:00） 

・ 被害箇所：熊本港、八代港、三角港、別府港（応急復旧等により利用上の支

障なし） 

 

（４）避難状況（消防庁5月 8日 13:30） 

● 避難指示 2市 2町 194世帯 452人 

       ◆熊本県 

市町村 対象世帯数 対象人数 発令日時 

宇土市 72 105 確認中 

宇城市 12 34 確認中 

御船町 108 308 
4 月 24日 

17:15 

甲佐町 2 5 
4 月 18日 

18:10 

小計（発令中） 194 452  

 

 

● 避難勧告 2市 5町 1村 4,413世帯 10,892人以上 

 ◆熊本県 

市町村 対象世帯数 対象人数 発令日時 

熊本市 

36 90 
4 月 20日 

12:43 

13 確認中 
4月 21日 

3:50 

18 45 
4 月 23日 

14:30 

1 確認中 
4月 25日 

18:45 

13 確認中 
5月 1日 

15:10 

2 確認中 
5月 3日 

18時 42分 
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6 確認中 
5月 7日 

16時 5分 

合志市 2 3 
4 月 23日 

15:23 

美里町 69 207 
4 月 22日 

8:00 

大津町 6 11 
4 月 16日 

3:44 

菊陽町 76 209 
4 月 22日 

7:00 

南阿蘇村 2,000 4,694 
4 月 22日 

12:08 

御船町 139 347 
4 月 16日 

22:00 

甲佐町 2,032 5,286 
4 月 16日 

16:50 

小計（発令中） 4,413 10,892以上  

 

● 避難所の状況（消防庁5月 9日 10:00） 

・ 熊本県：342箇所、避難者数：13,883人（5月 8日 13:30） 

・ 大分県：1箇所、避難者数：4人（5月 8日 13:30） 

● 熊本市内の避難所でノロウイルス陽性12名（集団感染ではなく単発事例と考えられ

る。）（厚生労働省5月 7日） 

● エコノミークラス症候群により熊本県内の主要医療機関へ入院を必要とした患者数

49名（4月 14日～5月 8日までの累計）(厚生労働省5月 8日 16:00) 

 

（５）原子力発電所の状況（原子力規制庁5月 9日 10:00） 

発電所名 

(電力会社) 
立地市町村 状況 

立地市町村最大震度 

（日時） 

玄海（九州） 佐賀県玄海町 異常なし ３（4月 16日 1:26）

川内（九州） 鹿児島県薩摩川内市 異常なし ４（4月 16日 1:26）

伊方（四国） 愛媛県伊方町 異常なし ４（4月 16日 1:26）

島根（中国） 島根県松江市 異常なし ３（4月 16日 1:26）

 

（６）ライフライン等の状況 

● 電力（経済産業省5月 9日 6:00） 

・ 九州電力：停電解消（土砂崩れ等により復旧困難な場所を除く。） 

・ 送電が困難となっていた阿蘇市、高森町、南阿蘇村には、全国から手配した電

源車の活用により通電していたところ、4 月 27 日に送電線の仮復旧が完了し、

4月 28日に系統からの電力供給に切り替えを完了。 

● ガス（経済産業省5月 9日 6:00） 

【西部ガス（都市ガス）】 

※ 4 月 30日 13時 40分、熊本市周辺の供給区域における復旧作業を完了



 9 / 14 

 

し、家屋倒壊その他の事情により供給再開ができない需要家を除くすべて

の需要家に対するガスの供給を再開。 

  【ＬＰガス】 

・ LPガス充填所:熊本県内にある41箇所の充填所については、すべて営業。 

● 石油（コンビナート・SS）（経済産業省5月 9日 6:00） 

・ 熊本県内の全 SS（797 箇所）のうち、735 箇所（９割超）の稼働を確認。中核

SS（34箇所）はすべて稼働中。 

  ● 水道（厚生労働省5月 9日 7:00） 

・1県 4市町村で1,406戸が断水（熊本県：1,406戸） 

 

● 下水道（国土交通省5月 9日 7:00） 

・ 一部施設で被害があるが、機能は確保 

● 通信（総務省5月 9日 6:00） 

○ 固定電話 

・ 熊本エリア：すべて復旧 

・ 特設公衆電話：62台、衛星携帯電話：619台、無料公衆無線LANアクセスポイ

ント：752台、携帯電話充電器（マルチチャージャ）786台を避難所・行政機関

に配備。 

○ 携帯電話の停波状況：合計3局（携帯電話3局） 

携帯電話については、一部の基地局に停波があるものの、隣接局等でのカバーに

よりサービスは復旧済み。 

・ ＮＴＴドコモ：すべて復旧 

・ ＫＤＤＩ（au）：1局停波（熊本） 

・ ソフトバンク： 2局停波（熊本） 

※ 全ての市町村役場をカバー 

※ 避難所における携帯電話による通信の疎通を確認済 

● 小売（経済産業省5月 9日 6:00）  

・ 熊本県内のコンビニエンスストア主要３社（セブンイレブン、ローソン、ファ

ミリーマート）の状況：営業中590、休止中4 

・ 熊本県内のスーパーマーケット主要４社（イオン、イズミ、サンリブ、西

友）の状況：営業中51、休止中6 

 

（７）医療施設等の状況（厚生労働省4月 30日 17:00） 

建物損壊のリスクがある医療施設8箇所、ライフラインに問題がある医療施設0箇所 

・ 高齢者施設（全1,234施設）：人的被害は14件 24名（人命にかかる被害はなく、外

傷・転倒・骨折等）。物的被害354施設 

・ 障害児・者入所施設、熊本労災特別介護施設等：人的被害なし 

・ 児童福祉施設等（全30施設）：人的被害なし。物的被害は15施設 

 

（８）災害廃棄物関係（環境省5月 6日 16:30） 

・ 熊本県内各市町村で災害廃棄物の仮置場が順次設置され（26 市町村、合計 54 箇所

カ所）、災害廃棄物を搬入中 
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・ 熊本市、宇土市及び宇城市においては、市内のごみ集積所に災害廃棄物を搬入中 

・ 熊本県内のごみ処理施設27施設のうち4施設が稼働停止 

4施設のうち、熊本市東部環境工場については1/2炉が復旧 

 

５．物資・生活支援の状況（内閣府5月 8日 15:00） 

● 飲料・水・毛布等の物資の調達及び被災地への供給について、内閣府に関係省庁  が

集まって一元的な調整を実施。調達物資について、日本通運鳥栖流通センター（佐賀

県鳥栖市）等に搬入した後、各市町村に直接供給を実施中。 

● 4 月 17日から25日の 9日間で約204万食を提供。17日～19日は、パン、カップ麺な

ど、カロリーを重視した支援を実施。20日～22日は、被災者のニーズに応えるべく缶

詰やレトルト食品などバリエーションを増やした支援を実施。また、被災自治体から

の要請に応じて、米、保存用パンなどを提供。23日～25日は、被災者のニーズに応じ

て、おかずとなる食品や子供・高齢者向けの食品で、保存性の高い食品を中心に約20

万食を提供。 

 

● 主な供給品目リスト（4月 17日～25日） 

食料 約 204万食 生活用品 

（内訳） 

パン・おにぎり・パックご飯 約 96万食 

カップ麺          約 52万食 

レトルト食品        約 14万食 

ベビーフード        約１万食 

介護食品          約１万食 

缶詰            約 20万食 

栄養補助食品        約 12万食 

ビスケット         約 9万食 

ほか、 

米             約 116t 

水             約 24万本 

清涼飲料水         約 2万本 

粉ミルク(アレルギー対応含む）約2ｔ 

（内訳） 

肌着・下着・ソックス 約 20万枚 

マスク        約 170万枚

ハンドソープ     約 13万個 

手指消毒液      約 2万個 

ウェットティッシュ  約 16万個 

ボディーシート    約 6万個 

化粧水シート     約 2万個 

ガスコンロ      約 0.2万台

ガスボンベ      約 0.4万本

ビニールシート    約 0.8万枚

土嚢袋        約 1万枚 

簡易トイレ（便袋含む）約20万個 

仮設トイレ      約 0.1万個

トイレ用アタッチメント 

    （和式→洋式）約4百個 

トイレットペーパー  約 7万ﾛｰﾙ 

  ※端数処理のため合計値と合わないことがある。 

● 26 日以降は、保存性の高い食品を中心に被災者のニーズに合わせて必要な食品を随

時提供。大型連休中のニーズに機動的に対応できるよう、必要な食品を一定量まとめ

て提供。 

● 主な供給品目リスト（4月 26日以降） 

＜食料＞ 

4月 26日～5月 6日 約 59万食等 
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（内訳）パン 約 3万食、パックご飯 約 11万食、カップ麺 約 8万食、レトルト

食品 約 19万食、缶詰 約 16万食、栄養補助食品 約 2万食 

ほか米 10t、清涼飲料水 約 19万本、LL牛乳 約 5万本、バナナ 約 16万本 

※ 5 月 9 日（月）以降は、現地での対応が困難なものについて、具体の要望に応

じて個別に提供。 

＜生活用品＞ 

シャンプー、リンス、歯磨きセット、使い捨てカイロ、土嚢袋などを現地のニーズ

に合わせて調達 

 

● 「かんぽの宿 阿蘇」において、中広間等を近隣住民に開放し、数百名の避難者を受

入れ。食料・飲料を提供。（総務省4月 23日 09:30） 

● 自衛隊による物資輸送2ヶ所（5月 8日 毛布100枚・日用品1,007箱・食料品0食・

飲料水11,928本）、給食支援14ヶ所(5月 8日 3,887食)、給水支援11ヶ所（5月 8

日 22.9ｔ）、入浴支援15ヶ所（5月 8日 3,934名）、医療支援2ヶ所（5月 8日 23

名）。（防衛省5月 9日 00:00） 

● 民間船舶「はくおう」休養施設利用者 142 人（5 月 8～5 月 9 日）。（防衛省 5 月 9 日

00:00） 

● エコノミークラス症候群対策として益城町に天幕 20 張の展張支援を実施。（防衛省 5

月 5日） 

● 巡視船艇1隻が給水・入浴支援等を実施（海上保安庁5月 9日 9:30） 

● 給水車13台で応急給水を実施（厚生労働省5月 9日 7:00） 

● 高齢者や体調不良者等を熊本、福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島の旅館・ホテルで1,646

名受入決定済(国土交通省5月 9日 7:00) 

● 被災者支援システムの整備（総務省4月 30日 06:00） 

被災者が必要とする生活用品等を速やかに把握し届けるためのシステム及びタブレ

ットの配備・運用を実施。（4月 28日(木)からシステムの本格運用開始。） 

● 中小企業対策（経済産業省4月 30日 06:00） 

・熊本県・大分県の公的金融機関、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、

よろず支援拠点、下請かけこみ寺等に相談窓口を設置。 

・公的金融機関による災害復旧貸付・セーフティネット保証４号等を実施。激甚災害

指定を受け、金利引下げを行う等更に深堀り。 

・小規模事業者持続化補助金を含む公募中の補助金（６件）について公募期間を延長

する等、各種手続の柔軟化を実施。 

 

（参考） 

● 社会福祉施設に対する福祉人材の応援体制 

・4 月 17 日付けで、社会福祉施設への要援護者の受け入れ等に伴う必要な福祉人材の

応援体制について自治体・関係団体に対して必要な措置を要請する通知を発出。 

・4 月 22 日付けで、社会福祉施設に派遣可能な福祉人材の登録について関係自治体へ

の要請に係る通知を発出。 

・4月 29日から、派遣可能な福祉人材と施設のニーズのマッチングを開始。 

・5月 8日時点の各施設からの派遣要望数は98人。これに対し、同日時点で70人を派
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遣。 

● 社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセンター（厚生労働省） 

社会福祉協議会が運営し、一般の個人ボランティアを受け入れて、被災者の支援活動

を行う災害ボランティアセンターの状況は以下のとおり。 

・4月 19日開設 【熊本県】菊池市（636名）、宇土市（2,149名）、宇城市(2,186名) 

・4月 20日開設 【熊本県】南阿蘇村(2,321名) 【大分県】由布市（204名） 

・4月 21日開設 【熊本県】山都町（163名）、益城町（8,129名） 

・4月 22日開設 【熊本県】熊本市（13,724名）、美里町（182名）、大津町（1,332名）、 

         合志市（662名）、菊陽町（1,449名） 

・4月 24日開設 【熊本県】西原村（2,604名） 

・4月 25日開設 【熊本県】甲佐町（451名） 

・4月 26日開設 【熊本県】阿蘇市(718名)、嘉島町（638名） 

・4月 29日開設 【熊本県】御船町（811名） 

※（ ）内は5月 7日までの延べ人数（累計38,359名）。ただし、速報値であり、変

動の可能性あり。 

上記市町村の災害ボランティアセンターにおける活動人数の合計（直近５日間） 

活動日 5/3(火) 5/4(水) 5/5(木) 5/6(金) 5/7(土) 

人数 1,207名 3,875名 3,064名 899名 1,987名 

  

● NPO/NGO等のボランティア団体の活動（JVOAD準備会※提供情報） 

※JVOAD準備会：全国災害ボランティア支援団体ネットワーク準備会 

【活動団体数】（5月 8日時点） 

・熊本県域（一部大分県含む）で活動している NPO/NGO 等の連携会議「熊本地震・支

援団体火の国会議（以下、「火の国会議」）」に参加する NPO/NGO 等（以下、NPO 等）

支援団体、民間企業、大学等 174団体（活動のための現地調査中の団体含む） 

【主な動き】 

○行政とNPO等との連携・協動 

・ 4月 27日：県とJVOADが連携し、個人からの支援物資を避難所へ配送する業務を開

始。 

・ 4月 28日：政府現地対策要員、熊本県関係課、県社協による「被災者支援に関する

関係機関連絡会議」が開催。熊本県庁、NPO等、社協の連携による円滑な被災者支援

のため、週2回の定例会議（月曜日、木曜日10時 30分～）の開催が決定。 

・ 5 月 5 日：熊本市内で活動する NPO 等など支援団体と熊本市で今後の市内の避難所

運営に関する会議が開催された。 

・ 5月 6日：熊本県関係部局、熊本市の協力を得て、「火の国会議」参加NPO等が 5月

2 日～4 日（予定）に熊本県内の全ての避難所を対象としたアセスメントを実施し、

「火の国会議」参加 NPO 等が直接調査する避難所については熊本県及び政府現地対

策本部に報告した。この結果を受け、火の国会議参加の NPO 等が調査後ただちに避

難所の生活環境の向上を図る。 

○NPO等間の連携・協動 

・ 4 月 19 日以降、毎日 19 時に県庁にて火の国会議を実施し、各 NPO が実施した車中

泊の避難者への聞き取り状況や、被災者及び避難所の状況などの情報共有の他、NPO
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等が相互に補完するための調整を行っている（適宜、政府現地対策要員が本会議に

参加）。 

・ 4 月 25 日：火の国会議において、NPO 等による災害ボランティアセンター運営支援

の地域割りが一部決定。 

・ 火の国会議参加 NPO 等により、上記５月 2 日～4 日に協働で熊本県内の全ての避難

所を対象としたアセスメントを実施し、5 月 6 日に「火の国会議」参加 NPO 等が直

接調査する避難所については熊本県及び政府現地対策本部に報告した。 

・ 5 月 2 日火の国会議にて、熊本県弁護士会が作成した災害Ｑ＆Ａを共有した。必要

に応じ被災者へ情報提供する。 

 

６．各省庁等の派遣状況 

（１）海上保安庁（5月 9日 9:30） 

・ 巡視船艇5隻、航空機1機、機動救難士2人 

 

（２）警察庁（5月 9日 10:30） 

・ 警察災害派遣隊204人 

・ 各県警から派遣された20人の女性警察官及び生活安全部隊「警視庁きずな隊」22人

が、避難所等における相談、防犯対策等の活動を実施。 

・ 被災（不在）家屋における盗難防止を図る特別自動車警ら部隊31台 84人を派遣 

【被災県体制】 

    熊本県警察 本部長以下1,900人 

 

（３）消防庁（5月 9日 10:00） 

・ 地元消防機関（消防団を含む）による警戒活動等を実施 

 

（４）防衛省・自衛隊（5月 9日 0:00） 

・ 統合任務部隊（ＪＴＦ）編成（指揮官：西部方面総監）21,000人活動中 

航空機75機、艦艇12隻 

 

（５）厚生労働省 

・ 厚生労働省現地対策本部に職員36人を派遣（5月 9日 7:00） 

・ 避難所等で活動する医療チーム142隊（5月 8日 11:00） 

 

（６）国土交通省（5月 9日 7:00） 

・ リエゾン47人（2県 12市町村等） 

・ 緊急災害対策派遣隊等128人（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ127人、専門家1人） 

防災ヘリ2機、災害対策用機械等60台 

（活動内容：のべ 7,829 人による自治体所管施設の被害状況調査の代行、土砂災害

危険箇所の点検、応急復旧など17市町村において活動中。土砂災害危険箇所（1,155

箇所）の緊急点検結果、県管理17河川の被災調査結果、熊本県及び市町村の管理道

路等の被災調査結果を熊本県及び関係市町村へ報告）） 
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・ 応急危険度判定士を増員して被災建築物の応急危険度判定を実施 18 市町村

52,988件実施 

 

（７）総務省（5月 8日 17:00） 

・ 地方自治体からの派遣リエゾン1,420人（熊本県及び市町村のニーズ把握・調整） 

 

（８）農林水産省（5月 9日 10:00） 

・ リエゾン29人（食料供給、農業用施設等の復旧支援等） 

 

（９）経済産業省（5月 9日 6:00）  

・ リエゾン29人（電力・ガス・物資供給、中小企業等実態把握） 

 

（１０）環境省（5月 9日 9:00） 

・ 被災自治体へごみ収集車を派遣 

派遣先 台数 人数 派遣元 

熊本市 51台 148人 福岡市・北九州市・京都市・長崎市・諫早市・佐世

保市・大阪市・日南市・伊勢市・岐阜市・延岡市・

南島原市・東彼地区保健福祉組合・岡山市・津市・

桑名市・名古屋市・静岡市・佐賀市 

益城町 9台 33人 神戸市 

西原村 2台 4人 佐賀市 

菊池環境

保全組合 

3台 11人 鹿児島市 

 

（１１）気象庁 

・ 4月 14日 23:37以降、4月 9日 09:00までに22回の記者会見を実施 

 

（１２）原子力規制庁 

・ 4月 18日 10:30 原子力規制委員会 臨時会議開催 

・ 4月 18日 11:23 原子力規制委員会 委員長記者会見 

    




